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平成２９年度第２回経営協議会報 
 
 

総務部総務課 
 
 
日  時   平成２９年９月２９日（金）１３：３０～１６：２５ 
 
 
審 議 事 項 審 議 事 項 審 議 事 項 審 議 事 項 

                なし 
    
報 告 事 項報 告 事 項報 告 事 項報 告 事 項 
（1）法文学部・観光産業科学部改組（平成２８年度第４回経営協議会（1）法文学部・観光産業科学部改組（平成２８年度第４回経営協議会（1）法文学部・観光産業科学部改組（平成２８年度第４回経営協議会（1）法文学部・観光産業科学部改組（平成２８年度第４回経営協議会  審議事項）の文部審議事項）の文部審議事項）の文部審議事項）の文部  
     科学省審査結果について 科学省審査結果について 科学省審査結果について 科学省審査結果について 

西田理事から，法文学部及び観光産業科学部を再編し，国際地域創造学部及び人文
社会学部を設置することに伴う計画の事前伺いの結果について，文部科学省より「特
に意見なし」の通知があり，承認が下りた旨，資料に基づき報告があった。 

また，新学部（国際地域創造学部及び人文社会学部）の特色等について説明があっ
た。設置計画の承認が得られたことから，今後，新学部の学生募集活動ができるよう
になった。 

 
（2）国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて （2）国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて （2）国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて （2）国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて 

福治理事から，国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて，
資料に基づき報告があった。 

また，平成 30 年 4 月 1 日に体系の見直し及び改正後の関連規則等を施行するため，
次回以降の本会議で規則等を審議していただく予定である旨，説明があった。 

 
（3）平成３０年度概算要求について （3）平成３０年度概算要求について （3）平成３０年度概算要求について （3）平成３０年度概算要求について 

福治理事から，財務省への平成 30 年度概算要求の状況について，資料に基づき報告
があった。 

   また，学長から，第 4 回(平成 30 年 3 月)の本協議会には政府予算案における内示額
及び本学の計画予算案を示す予定である旨，補足説明があった。 

 
（4）平成２８年度決算の承認について （4）平成２８年度決算の承認について （4）平成２８年度決算の承認について （4）平成２８年度決算の承認について 

福治理事から，平成 28 事業年度財務諸表について，文部科学大臣の承認があった旨，
資料に基づき報告があった。 

 
（5）平成２９年司法試験の結果について （5）平成２９年司法試験の結果について （5）平成２９年司法試験の結果について （5）平成２９年司法試験の結果について 

清水法務研究科長から，平成 29 年司法試験の結果について，資料に基づき報告があ
った。 

また，渡名喜理事から，事前に学外委員より質問を受けていた司法試験の合格者数 
の目標レベル及び弁護士会の支援内容等について，説明があった。 
 

（6）上原キャンパスの移転計画の進捗状況等について （6）上原キャンパスの移転計画の進捗状況等について （6）上原キャンパスの移転計画の進捗状況等について （6）上原キャンパスの移転計画の進捗状況等について 
須加原理事から，上原キャンパスの移転計画の進捗状況等について，資料に基づき報

告があった。 
また，事前に学外委員より質問を受けていた附属病院の移転に係る予算措置や人事 

など実質的な面における文部科学省の理解や支援状況について，説明があった。 
 

（7）連携協定等について （7）連携協定等について （7）連携協定等について （7）連携協定等について 
福治理事から，今年度上半期における本学と他の機関等との間で連携・締結した各種

の連携協定等について，資料に基づき報告があった。 
 

懇 談 事 項懇 談 事 項懇 談 事 項懇 談 事 項 

 (1）「琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等について～」  (1）「琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等について～」  (1）「琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等について～」  (1）「琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等について～」 
大城学長から，「琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等～」につい

て，前回の本協議会における懇談事項での意見を踏まえつつ，今回も意見交換を継続
させていただきたいとの発言があり，資料に基づき概要や本学における取組等の説明
を行った。 
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 引き続き，各担当理事及び関係学部長から前回の本協議会における意見に対して資
料に基づく説明を行った後，意見交換を行った。 
 また，学長から，次回の本協議会においても「琉球大学の今後のあり方について」
のメインテーマの下でさらに懇談を深めていく予定である旨，発言があった。 
 
 

    



 
  

国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて（案） 

 

前回（９月２９日開催）の経営協議会において、学則等規則体系の見直しにつ

いて、その概要を報告したところである。今回は、その体系に係る主な規則であ

る組織規則、学則及び大学院学則の改正についてご審議いただくものである。 

 

【見直しの背景と目的】 

 「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行

規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について（通知）」（平

成 26年 8月 29日）において、文部科学省は、この法改正を契機に「内部規則

の総点検・見直し」を「各大学においては、法律の施行日である平成 27年 4

月 1日までに、改正法の趣旨を踏まえた内部規則や運用の総点検・見直しを行

うこと」が必要とし、また、第 2期中期目標・中期計画の業務実績評価を踏ま

えた「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて（通知）」（文部科

学大臣、平成 27年 6月 8日）においても、「内部規則等を含めたガバナンスの

点検・見直し」を求めた。 

 本学においても、これらの通知を受けて、学内規則の点検・見直しを実施し

たが、さらなるガバナンス体制の改善・充実に資するため、これらの作業結果

を改めて精査し、学則等規則体系の見直しを行うものである。 

 

【見直しの主な内容】 

１．規則体系の見直し・整理（P2 議題 1-2） 

  他大学の体系を参考にし、組織に関する規則等を体系の先頭に配置し、次

に作用に関する規則等を配置していく形式で、見直し・整理を行う。 

 

２．見直し後の規則体系及び主な規則（P3～4 議題 1-3） 

  上述の規則体系の見直し・整理に基づき、現行の各規則等の分類・順番等

を見直す。なお、資料については規則の数が膨大なため分類毎の主な規則を

例示している。 

 

３．国立大学法人琉球大学組織規則（全部改正）（P5～14 議題 1-4） 

  学則及び大学院学則に規定している教育研究組織等や、設置根拠を当該会

議規程等に規定している会議等について、これらを組織規則に規定する。 

 

４．琉球大学学則及び琉球大学大学院学則（一部改正）（P15～40 議題 1-5,6） 

→教育研究組織や大学運営推進組織等について、組織規則へ規定する。 

 

【今後のスケジュール】 

  体系の見直し及び組織規則等改正後の関連規則等の施行を来年４月１日か

らとするため、今年度中に関連規則等の改正を実施する。 

-1-

【議題１】　 国立大学法人琉球大学における学則等
規則体系の見直しについて

議題１－１



規則体系の見直し・整理（案）

現行 見直し後

第１編　学則 第１編　組織運営
第２編　通則 第１章　組織

第１章　管理運営組織 第２章　運営組織
第２章　就業規則 第３章　役員及び部局長等

第１節　千原事業所 第４章　各種委員会等
第２節　上原事業所 第５章　教授会
第３節　西表事業所 第６章　事務組織等
第４節　各事業場共通 第２編　学則及び学位

第３章　総務 第３編　学務
第４章　人事 第１章　入学者選抜
第５章　財務 第２章　教務
第６章　学生・教務 第３章　学生支援
第７章　施設 第４編　学術国際
第８章　監査 第５編　人事

第３編　学内共同利用施設等 第１章　就業規則等
第４編　専攻科 第２章　教員選考等

第３章　服務
第４章　労働時間等
第５章　給与等
第６章　表彰及び懲戒
第７章　災害補償
第８章　研修
第９章　その他

第６編　安全衛生及び安全管理
第７編　庶務
第８編　会計
第９編　施設
第１０編　監査
第１１編　学部

第１章　人文社会学部
第２章　国際地域創造学部
第３章　教育学部
第４章　理学部
第５章　医学部
第６章　工学部
第７章　農学部

第１２編　専攻科
第１３編　大学院

第１章　人文社会科学研究科
第２章　観光科学研究科
第３章　教育学研究科
第４章　医学研究科
第５章　保健学研究科
第６章　理工学研究科
第７章　農学研究科
第８章　法務研究科

第１４編　大学附属研究施設
第１章　熱帯生物圏研究センター
第２章　国際沖縄研究所
第３章　島嶼防災研究センター

第１５編　大学運営推進組織
第１章　グローバル教育支援機構
第２章　研究推進機構
第３章　地域連携推進機構
第４章　亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
第５章　ハラスメント相談支援センター
第６章　教職センター

第１６編　附属図書館
第１７編　学内共同教育研究施設

第１章　研究基盤センター
第２章　総合情報処理センター
第３章　博物館（風樹館）

第１８編　附属学校
第１９編　医学部附属病院
第２０編　その他
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議題１－２



見直し後の規則体系及び主な規則（案）

第１編　組織運営
第１章　組織

国立大学法人琉球大学組織規則　外１件
第２章　運営組織

国立大学法人琉球大学役員会規程　外２４件
第３章　役員及び部局長等

国立大学法人琉球大学学長の選考等に関する規則　外１４件
第４章　各種委員会等

琉球大学入学試験管理委員会規程　外３４件
第５章　教授会

琉球大学教授会等通則　外１件
第６章　事務組織等

国立大学法人琉球大学事務組織規程　外２件

第２編　学則及び学位
琉球大学学則　外２件

第３編　学務
第１章　入学者選抜

琉球大学編入学規程　外４件
第２章　教務

琉球大学大学教育運営規則　外３０件
第３章　学生支援

琉球大学における指導教員に関する規程　外３５件

第４編　学術国際
国立大学法人琉球大学共同研究取扱規程　外２９件

第５編　人事
第１章　就業規則等

国立大学法人琉球大学職員就業規則　外４０件
第２章　教員選考等

国立大学法人琉球大学教員選考通則　外８件
第３章　服務

国立大学法人琉球大学役員の服務等に関する規則　外３２件
第４章　労働時間等

国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程　外１３件
第５章　給与等

国立大学法人琉球大学職員給与規程　外２６件
第６章　表彰及び懲戒

国立大学法人琉球大学永年勤続者表彰規程　外７件
第７章　災害補償

国立大学法人琉球大学労働者災害補償規程　外２件
第８章　研修

琉球大学教員のサバティカル制度に関する規程
第９章　その他

琉球大学名誉教授称号授与規程　外５件

第６編　安全衛生及び安全管理
国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程　外１８件

第７編　庶務
琉球大学公印規程　外２９件

第８編　会計
国立大学法人琉球大学会計規則　外５５件

第９編　施設
国立大学法人琉球大学宿舎規程　外１７件

第１０編　監査
国立大学法人琉球大学監事監査規則　外３件
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議題１－３



見直し後の規則体系及び主な規則（案）

※以下、規則等の記載省略

第１１編　学部
第１章　人文社会学部
第２章　国際地域創造学部
第３章　教育学部
第４章　理学部
第５章　医学部
第６章　工学部
第７章　農学部

第１２編　専攻科

第１３編　大学院
第１章　人文社会科学研究科
第２章　観光科学研究科
第３章　教育学研究科
第４章　医学研究科
第５章　保健学研究科
第６章　理工学研究科
第７章　農学研究科
第８章　法務研究科

第１４編　大学附属研究施設
第１章　熱帯生物圏研究センター
第２章　国際沖縄研究所
第３章　島嶼防災研究センター

第１５編　大学運営推進組織
第１章　グローバル教育支援機構
第２章　研究推進機構
第３章　地域連携推進機構
第４章　亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
第５章　ハラスメント相談支援センター
第６章　教職センター

第１６編　附属図書館

第１７編　学内共同教育研究施設
第１章　研究基盤センター
第２章　総合情報処理センター
第３章　博物館（風樹館）

第１８編　附属学校

第１９編　医学部附属病院

第２０編　その他
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   ○国立大学法人琉球大学組織規則（全部改正案）    ○国立大学法人琉球大学組織規則（全部改正案）    ○国立大学法人琉球大学組織規則（全部改正案）    ○国立大学法人琉球大学組織規則（全部改正案） 
 

                            平成  年 月 日 

                            全 部 改 正 

 

 国立大学法人琉球大学組織規則（平成１６年４月１日制定）の全部を改正する。 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第２条） 

 第２章 役員及び職員（第３条－第９条） 

 第３章 運営組織等（第１０条－第２１条） 

 第４章 教育研究等組織（第２２条－３３条） 

 第５章 教授会等（第３４条－第３５条） 

 第６章 副学長及び教育研究等組織の長（第３６条－５０条） 

 第７章 事務組織（第５１条） 

 第８章 雑則（第５２条－第５３条） 

 

   第１章 総則第１章 総則第１章 総則第１章 総則 

 

 （趣旨） 

第１条第１条第１条第１条 この規則は，国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。以下「法人法」という。）及

びその他の関係法令に基づき，国立大学法人琉球大学（以下「本法人」という。）及び本法人が

設置する琉球大学（以下「本学」という。）の組織について，必要な事項を定める。 

 

 （主たる事務所の所在地） 

第２条第２条第２条第２条 本法人の主たる事務所は，沖縄県中頭郡西原町字千原１番地に置く。 

 

 

   第２章 役員及び職員第２章 役員及び職員第２章 役員及び職員第２章 役員及び職員 

 

 (役員） 

第３条 第３条 第３条 第３条 本法人に，法人法第１０条の規定に基づき，次の各号に掲げる役員を置く。 

 (1) 学長    

 (2) 理事   ５人以内 

 (3) 監事   ２人 

 

 （学長） 

第４条第４条第４条第４条  学長は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９２条第３項に規定する職務を行うと 

ともに，本法人を代表し，その業務を総理する。 
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議題１－４



 

 （理事） 

第５条第５条第５条第５条  理事は，学長の定めるところにより，学長を補佐して本法人の業務を掌理し，学長に事故 

があるときはその職務を代理し，学長が欠員のときはその職務を行う。 

２ 理事に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 （監事） 

第６条第６条第６条第６条  監事は，本法人の業務を監査する。 

２ 監事は，監査の結果に基づき，必要があると認めるときは，学長又は文部科学大臣に意見を提 

出することができる。 

３ 監事に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 （副理事） 

第７条第７条第７条第７条 本法人に，学長の指示を受け，学長及び理事の職務を補佐する副理事を置くことができる。 

２ 副理事に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 （学長補佐） 

第８条第８条第８条第８条 本法人に，学長の指示する全学的な企画，立案等に参画し，かつ，必要な調査検討等を行

う学長補佐を置くことができる。 

２ 学長補佐に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 （職員） 

第９条第９条第９条第９条 本法人及び本学に，次の職員を置く。 

 (1) 教員 

 (2) 事務職員 

 (3) 技術職員 

 (4) 看護職員 

 (5) 教務職員 

 (6) 技能職員 

 (7) 労務職員 

 (8)その他の職員 

２ 前項第１号の教員とは，大学教員及び附属学校教員をいう。 

３ 前項の大学教員とは，大学の教授，准教授，講師，助教，助手をいい，附属学校教員とは，附

属学校の副校長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭をいう。 

４ 第１項に規定する職員に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 

    第３章 運営組織等第３章 運営組織等第３章 運営組織等第３章 運営組織等 

 

  （役員会） 

第１０条第１０条第１０条第１０条  本法人に，法人法第１１条第２項各号に規定する事項を審議するため，学長及び理事で

構成する役員会を置く。 

２  役員会に関し必要な事項は，別に定める。 
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  （経営協議会） 

第１１条第１１条第１１条第１１条  本法人に，法人法第２０条の規定に基づき，本法人の経営に関する重要事項を審議する

ため，経営協議会を置く。 

２  経営協議会に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （教育研究評議会） 

第１２条第１２条第１２条第１２条  本法人に，法人法第２１条の規定に基づき，本法人の教育研究に関する重要事項を審議

するため，教育研究評議会を置く。 

２  教育研究評議会に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （学長選考会議） 

第１３条第１３条第１３条第１３条  本法人に，法人法第１２条第２項から第６項までの規定に基づき，学長選考会議を置く。 

２ 学長選考会議に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （部局長等懇談会） 

第１４条第１４条第１４条第１４条  本法人に，本学の運営に関し必要な意見交換及び部局間調整等を行うため，部局長等懇 

談会を置く。 

２ 部局長等懇談会に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （企画経営戦略会議） 

第１５条第１５条第１５条第１５条  本法人に，全学的な経営戦略と大学運営に関する企画立案及び関係部局等との総合調整

を行うため，企画経営戦略会議を置く。 

２ 企画経営戦略会議に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （自己点検・評価会議） 

第１６条第１６条第１６条第１６条  本法人に，本法人の自己点検・評価活動を円滑に行うため,自己点検・評価会議を置く。 

２ 自己点検・評価会議に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （ダイバーシティ推進本部） 

第１７条第１７条第１７条第１７条  本法人に，本法人の基本理念と男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の

趣旨に則り，ダイバーシティを推進するため,ダイバーシティ推進本部を置く。 

２ ダイバーシティ推進本部に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （広報戦略本部） 

第１８条第１８条第１８条第１８条  本法人に，本法人の広報活動を一元的かつ戦略的に行うため，広報戦略本部を置く。 

２ 広報戦略本部に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （国際戦略本部） 

第１９条第１９条第１９条第１９条  本法人に,本法人における国際連携及び国際交流を推進し，本法人の国際化を図るため,

国際戦略本部を置く。 

２ 国際戦略本部に関し必要な事項は，別に定める。 
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  （大学評価 IRマネジメントセンター） 

第２０条第２０条第２０条第２０条  本法人に，本法人における自己点検・評価に関する企画及び調査研究並びに国立大学法

人評価委員会が実施する評価及び認証評価機関が実施する第三者評価への対応を行うため,大学

評価 IRマネジメントセンターを置く。 

２ 大学評価 IRマネジメントセンターに関し必要な事項は，別に定める。 

 

 （委員会等） 

第２１条第２１条第２１条第２１条  本法人及び本学に,この規則に定めるもののほか，必要に応じて，委員会等を置くことが 

できる。 

２ 前項の委員会等に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 

    第４章 教育研究等組織第４章 教育研究等組織第４章 教育研究等組織第４章 教育研究等組織 

 

  （学部） 

第２２条第２２条第２２条第２２条  本学に，次の学部並びに学科及び課程を置く。 

  人文社会学部  国際法政学科，人文社会学科，琉球アジア文化学科 

国際地域創造学部  国際地域創造学科 

  教育学部  学校教育教員養成課程 

  理 学 部  数理科学科，物質地球科学科，海洋自然科学科 

  医 学 部  医学科，保健学科 

  工 学 部  工学科 

  農 学 部  亜熱帯地域農学科，亜熱帯農林環境科学科，地域農業工学科，亜熱帯生物資源科学科 

２ 学部並びに学科及び課程に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （専攻科） 

第２３条第２３条第２３条第２３条  本学に，次の専攻科を置く。 

 特別支援教育特別専攻科 

２  専攻科に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （大学院）  

第２４条第２４条第２４条第２４条  本学に，大学院を置く。 

２ 大学院に次の研究科を置く。 

  人文社会科学研究科 

  観光科学研究科 

  教育学研究科 

  医学研究科 

  保健学研究科 

  理工学研究科 

  農学研究科 

    法務研究科 

-8-



 

３  研究科に次の専攻を置く。 

 人文社会科学研究科 

    博士前期課程 

    総合社会システム専攻，人間科学専攻，国際言語文化専攻 

  博士後期課程 

   比較地域文化専攻 

  観光科学研究科 

    観光科学専攻 

  教育学研究科 

修士課程 

     学校教育専攻，特別支援教育専攻，教科教育専攻 

  専門職学位課程 

   高度教職実践専攻 

  医学研究科 

    修士課程 

     医科学専攻 

    博士課程 

   医学専攻 

  保健学研究科 

    博士前期課程 

     保健学専攻 

    博士後期課程 

      保健学専攻 

  理工学研究科 

    博士前期課程 

      機械システム工学専攻，環境建設工学専攻，電気電子工学専攻，情報工学専攻， 

数理科学専攻，物質地球科学専攻，海洋自然科学専攻 

    博士後期課程 

      生産エネルギー工学専攻，総合知能工学専攻，海洋環境学専攻 

  農学研究科 

    亜熱帯農学専攻 

  法務研究科 

  法務専攻 

４ 大学院の研究科及び専攻に関し必要な事項は，別に定める。 

 

    （講座等） 

第２５条第２５条第２５条第２５条 第２２条に掲げる学部並びに学科又は課程並びに第２４条に掲げる大学院（以下「学部

等」という。）に，講座，学科目又はこれに相当する教員組織（以下「講座等」という。）を置

く。 

２ 学部等に置く講座等に関し必要な事項は，別に定める。 
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  （大学附属の研究施設） 

第２６条第２６条第２６条第２６条  本学に，次の研究施設（以下「大学附属研究施設」という。）を置く。 

  熱帯生物圏研究センター，国際沖縄研究所，島嶼防災研究センター 

２  大学附属研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （共同利用・共同研究拠点） 

第２７条第２７条第２７条第２７条  第２５条に規定する大学附属研究施設のうち，次に掲げる研究施設は，学校教育法施行

規則第１４３条の３第２項の規定により，文部科学大臣の認定を受けた共同利用・共同研究拠点

として学術研究の発展に資するものとする。 

 

 

大学附属研究施設 

 

共同利用・共同研究拠点 

 

熱帯生物圏研究センター 

 

 

熱帯生物圏における先端的環境生命科学共同研究拠点 

 

２  共同利用・共同研究拠点に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （大学運営推進組織） 

第２８条第２８条第２８条第２８条  本学に，大学の重要事項を企画，推進又は支援するため，次の組織（以下「大学運営推

進組織」という。）を置く。 

 グローバル教育支援機構，研究推進機構，地域連携推進機構，亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構，

ハラスメント相談支援センター，教職センター 

２２２２  大学運営推進組織に関し必要な事項は，別に定める。 

 

（附属図書館） 

第２９条第２９条第２９条第２９条  本学に，附属図書館を置く。 

２  附属図書館に，医学部分館を置く。 

３  附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （学内共同教育研究施設） 

第３０条第３０条第３０条第３０条  本学に，次の学内共同教育研究施設を置く。 

 研究基盤センター，総合情報処理センター，博物館（風樹館） 

２  学内共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （附属学校） 

第３１条第３１条第３１条第３１条  本学の教育学部に，次の附属学校を置く。 

  附属小学校，附属中学校 

２  附属学校に関し必要な事項は，別に定める。 

 

  （附属病院） 

第３２条第３２条第３２条第３２条  本学の医学部に，附属病院を置く。 

２  附属病院に関し必要な事項は，別に定める。 
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 （学部附属の教育研究施設） 

第３３条第３３条第３３条第３３条  本学の次の学部に，附属の教育施設及び研究施設（以下「学部附属教育研究施設」とい 

う。）を置く。 

  教育学部  教育実践総合センター，発達支援教育実践センター 

  医 学 部  実験実習機器センター，動物実験施設 

  工 学 部  工作工場 

  農 学 部  亜熱帯フィールド科学教育研究センター 

２ 学部附属教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 

    第５章第５章第５章第５章  教授会等教授会等教授会等教授会等 

 

  （教授会） 

第３４条第３４条第３４条第３４条  各学部，医学研究科及び熱帯生物圏研究センターに，教授会を置く。 

２  教授会に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 （研究科委員会等） 

第３５条第３５条第３５条第３５条  各研究科に研究科委員会（医学研究科にあっては教授会をもって充てる。以下「研究科

委員会等」という。）を置く。 

２  研究科委員会等に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 

    第６章第６章第６章第６章  副学長及び教育研究等組織の長副学長及び教育研究等組織の長副学長及び教育研究等組織の長副学長及び教育研究等組織の長 

 

 （副学長） 

第３６条第３６条第３６条第３６条 本学に，学長を助け，命を受けて校務をつかさどる副学長を置くことができる。 

２ 副学長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

 （学部長） 

第３７条第３７条第３７条第３７条 学部に学部長を置き，当該学部の教授をもって充てる。 

２ 前項にかかわらず，医学部長にあっては大学院医学研究科（以下「医学研究科」という。），

医学部保健学科又は医学部附属病院の教授をもって充てる。 

３ 学部長は，学部運営の責任者として，学部に関する校務を統括する。 

４ 学部長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

 （副学部長） 

第３８条第３８条第３８条第３８条 学部に副学部長を置くことができる。 

２ 副学部長は，学部長の指示を受け，学部長の職務を補佐する。 

３ 副学部長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

 （学科長及び課程長並びにコース長） 

第３９条第３９条第３９条第３９条 国際地域創造学部，人文社会学部，理学部，医学部，工学部及び農学部の学科に学科長
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を，教育学部の課程に課程長を置き，当該学科又は課程の教授をもって充てる。 

 ただし，医学科の学科長にあっては医学研究科又は医学部附属病院の教授をもって充てる。 

２ 工学部工学科のコースにコース長を置き，当該コースを担当する教授をもって充てる。 

３ 学科長又は課程長は，学科又は課程の責任者として，学科又は課程に関する校務を統括する。 

４ コース長は，コースの責任者として，コースの運営を統括する。 

５ 学科長及び課程長並びにコース長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 （学生指導主任） 

第４０条第４０条第４０条第４０条 学部に学生指導主任を置き，当該学部の教授又は准教授をもって充てる。 

 ただし，医学部にあっては医学研究科又は医学部保健学科の教授又は准教授をもって充てる。 

２ 学生指導主任は，学部の学生指導業務全般について，学部長を補佐する。 

３ 学生指導主任の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

  （研究科長） 

第４１条第４１条第４１条第４１条  研究科に研究科長を置く。 

２  研究科長（医学研究科長を除く。）は，基礎となる学部の学部長をもって充てる。ただし，基

礎となる学部が複数の場合，基礎となる学部の学部長が当該研究科担当の教授でない場合又は基

礎となる学部がない場合においては，当該研究科担当の教授をもって充てる。 

３ 医学研究科長にあっては医学部長をもって充てる。ただし，医学部長が医学研究科の専任教授

以外から選ばれた場合は，医学研究科の専任教授をもって充てる。 

４ 研究科長は，研究科運営の責任者として，研究科に関する校務を統括する。 

５ 第２項及び第３項のただし書きの規定による研究科長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

 （副研究科長） 

第４２条第４２条第４２条第４２条  研究科に副研究科長を置くことができる。 

２ 副研究科長は，研究科長の指示を受け，研究科長の職務を補佐する。 

３ 副研究科長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

  （大学附属研究施設の長） 

第４３条第４３条第４３条第４３条  大学附属研究施設に長を置く。 

２ 大学附属研究施設の長は，大学附属研究施設の管理運営に関する業務を統括する。 

３  大学附属研究施設の長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

  （大学運営推進組織の長） 

第４４条第４４条第４４条第４４条  大学運営推進組織に長を置く。 

２ 大学運営推進組織の長は，大学運営推進組織の管理運営に関する業務を統括する。 

３ 大学運営推進組織の長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

 （附属図書館長） 

第４５条第４５条第４５条第４５条 附属図書館に館長を置き，本学の教授をもって充てる。 

２ 附属図書館長は，図書館の管理運営に関する業務を統括する。 

３ 附属図書館長の選考その他必要な事項は，別に定める。 
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（学内共同教育研究施設の長） 

第４６条第４６条第４６条第４６条  学内共同教育研究施設に長を置く。 

２ 学内共同教育研究施設の長は，学内共同教育研究施設の管理運営に関する業務を統括する。 

３  学内共同教育研究施設の長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

  （附属学校の校長） 

第４７条第４７条第４７条第４７条  附属学校に校長を置く。 

２ 校長は、附属学校に関する校務を統括する。 

３  附属学校の校長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

 （附属病院長） 

第４８条第４８条第４８条第４８条 医学部附属病院に病院長を置き，医学部，医学研究科又は医学部附属病院の教授をもっ

て充てる。 

２ 附属病院長は，医療法第１０条（昭和２３年法律第２０５号）の規定に則った者とする。 

３ 附属病院長は，医学部附属病院の管理運営に関する業務を統括する。 

４ 附属病院長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

 （学部附属教育研究施設の長） 

第４９条第４９条第４９条第４９条  学部附属教育研究施設に長を置く。 

２ 学部附属教育研究施設の長は，学部附属教育研究施設の管理運営に関する業務を統括する。 

３ 学部附属教育研究施設の長の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

  （教育研究等組織の長の補佐） 

第５０条 第５０条 第５０条 第５０条 第４章に規定する教育研究等組織に，必要に応じ，当該組織の長を補佐するための職員

を置くことができる。 

２ 教育研究等組織の長を補佐するための職員の選考その他必要な事項は，別に定める。 

 

 

    第７章 事務組織第７章 事務組織第７章 事務組織第７章 事務組織 

 

 （事務組織） 

第５１条 第５１条 第５１条 第５１条 本法人の大学本部及び本学の学部等に，事務組織を置く。 

２ 事務組織に事務局長を置き，学長が指名する理事をもって充てる。 

３ 事務局長は，本法人及び本学の事務を掌理する。 

４ 事務組織に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 

   第８章 雑則第８章 雑則第８章 雑則第８章 雑則 

 

 （雑則） 

第５２条第５２条第５２条第５２条 この規則に定めるもののほか，本法人及び本学の組織に関し必要な事項は，別に定める。 
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 （改廃） 

第５３条第５３条第５３条第５３条 この規則の改廃は，教育研究評議会の審議と役員会の議を経て学長が行う。 

 

 

   附 則 

 この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 
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琉球大学学則の一部改正に伴う新旧対照表（案）琉球大学学則の一部改正に伴う新旧対照表（案）琉球大学学則の一部改正に伴う新旧対照表（案）琉球大学学則の一部改正に伴う新旧対照表（案）

新 旧

（改正理由）（改正理由）（改正理由）（改正理由）
， ，・規則体系を整理するため 学則に規定している教育研究組織等について

国立大学法人琉球大学組織規則に規定するために所要の改正を行う。
・上記に伴う条番号等の修正等を行う。
・その他、軽微な文言の修正等を行う。

琉球大学学則 琉球大学学則琉球大学学則 琉球大学学則琉球大学学則 琉球大学学則琉球大学学則 琉球大学学則

第１章 総則 第１章 総則
（削る） 第１節 目的

（略） （略）第１条 第１条の１第１条 第１条の１第１条 第１条の１第１条 第１条の１

（略） （略）第 条 第１条の２第 条 第１条の２第 条 第１条の２第 条 第１条の２２２２２

（略） （略）第 条 第１条の３第 条 第１条の３第 条 第１条の３第 条 第１条の３３３３３

第２節 組織第２章 学部，学科及び課程

（学部，学科 課程） （学部，学科，課程及び収容定員）及び
（略） （略）第 条 第２条第 条 第２条第 条 第２条第 条 第２条４４４４
（略） （略）２ ２２ ２２ ２２ ２

， 。（削る） ３３３３ 第１項の各学部に置く学科又は課程の収容定員は 次の表のとおりとする

（新規）第３章 収容定員

（入学定員，編入学定員及び収容定員）
（新規）第５条第５条第５条第５条 前条第１項の各学部に置く学科又は課程の入学定員，編入学定員及び

収容定員は，次の表のとおりとする。

学部 学科 入学定員 第３年次特別 収容定員 学部 学科 入学定員 第３年次特別 収容定員
編入学定員 編入学定員

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）
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（講座等）
前条の学部及び学科又は課程（以下「学部等」という ）に，講（削る） 第２条の２第２条の２第２条の２第２条の２ 。

座又は学科目及びその他の教員組織（以下「講座等」という ）を置く。。
２ 学部等に置く講座等については，別に定める。

削除（削る） 第３条第３条第３条第３条

（大学院）
本学に，大学院を置く。（削る） 第３条の２第３条の２第３条の２第３条の２

２ 大学院に関し必要な事項は，別に定める。

（専攻科）
本学に，専攻科を置く。（削る） 第３条の３第３条の３第３条の３第３条の３

２ 専攻科に関し必要な事項は，別に定める。

削除（削る） 第４条第４条第４条第４条

（学部附属の教育研究施設）
本学の次の学部に，附属の教育施設及び研究施設を置く。（削る） 第５条第５条第５条第５条

教育学部 教育実践総合センター，発達支援教育実践センター
医 学 部 実験実習機器センター，動物実験施設
工 学 部 工作工場
農 学 部 亜熱帯フィールド科学教育研究センター

２ 学部附属教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（学内共同教育研究施設）
本学に，次の学内共同教育研究施設を置く。（削る） 第５条の２第５条の２第５条の２第５条の２

研究基盤センター，総合情報処理センター，博物館（風樹館）
２ 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（大学附属の研究施設）
本学に，次の研究施設を置く。（削る） 第５条の３第５条の３第５条の３第５条の３

熱帯生物圏研究センター，国際沖縄研究所，島嶼防災研究センター
２ 大学附属研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（附属学校）
本学の教育学部に，次の附属学校を置く。（削る） 第５条の４第５条の４第５条の４第５条の４

附属小学校，附属中学校
２ 附属学校に関し必要な事項は，別に定める。

（附属病院）
本学の医学部に，附属病院を置く。（削る） 第５条の５第５条の５第５条の５第５条の５

２ 附属病院に関し必要な事項は，別に定める。
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（附属図書館）
本学に，附属図書館を置く。（削る） 第６条第６条第６条第６条

２ 附属図書館に，医学部分館を置く。
３ 附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。

削除（削る） 第７条第７条第７条第７条

削除（削る） 第７条の２第７条の２第７条の２第７条の２

（共同利用・共同研究拠点）
第５条の３に規定する大学附属研究施設のうち，次に掲げる研究（削る） 第７条の３第７条の３第７条の３第７条の３

施設は，学校教育法施行規則第１４３条の３第２項の規定により，文部科学
大臣の認定を受けた共同利用・共同研究拠点として学術研究の発展に資する
ものとする。

大学附属研究施設 共同利用・共同研究拠点

熱帯生物圏研究センター 熱帯生物圏における
先端的環境生命科学共同研究拠点

（大学運営推進組織）
本学に，大学の重要事項を企画，推進又は支援するため，次の組（削る） 第７条の４第７条の４第７条の４第７条の４

織を置く。
グローバル教育支援機構，研究推進機構，地域連携推進機構，亜熱帯島嶼科
学超域研究推進機構，ダイバーシティ推進本部， 大学評価ＩＲマネジメン
トセンター，ＩＴ戦略室，ハラスメント相談支援センター，教職センター，
広報戦略本部，国際戦略本部
大学運営推進組織に関し必要な事項は，別に定める。２２２２

第３節 職員組織（削る）

（職員）
本学に，次の職員を置く。（削る） 第８条第８条第８条第８条

(1) 学長
(2) 教員
(3) 事務職員
(4) 技術職員
(5) 看護職員
(6) 教務職員
(7) 技能職員
(8) 労務職員
(9) その他の職員

-17-



２ 前項の教員とは，大学教員及び附属学校教員をいう。
， ， ， ， ， ， ，３ 前項の大学教員とは 大学の教授 准教授 講師 助教 助手 特任教授

特任准教授及び特任講師をいい，附属学校教員とは，附属学校の副校長，教
頭，主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭をいう。

（学部長）
学部に学部長を置き，当該学部の教授をもって充てる。（削る） 第８条の２第８条の２第８条の２第８条の２

２ 前項にかかわらず，医学部長にあっては大学院医学研究科（以下「医学研
」 。）， 。究科 という 医学部保健学科又は医学部附属病院の教授をもって充てる

３ 学部長は，学部運営の責任者として，学部に関する校務を統括する。
４ 学部長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（副学部長）
学部に副学部長を置くことができる。（削る） 第８条の３第８条の３第８条の３第８条の３

２ 副学部長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（学科長及び課程長並びにコース長）
法文学部，観光産業科学部，理学部，医学部，工学部及び農学部（削る） 第８条の４第８条の４第８条の４第８条の４

の学科に学科長を，教育学部の課程に課程長を置き，当該学科又は課程の教
授をもって充てる。ただし，医学科の学科長にあっては医学研究科又は医学
部附属病院の教授をもって充てる。

２ 工学部工学科のコースにコース長を置き，当該コースを担当する教授をも
って充てる。

３ 学科長又は課程長は，学科又は課程の責任者として，学科又は課程に関す
る校務を統括する。

４ コース長は，コースの責任者として，コースの運営を統括する。
， 。５ 学科長及び課程長並びにコース長の選考その他必要な事項は 別に定める

（学生指導主任）
学部に学生指導主任を置き，当該学部の教授又は准教授をもって（削る） 第８条の５第８条の５第８条の５第８条の５

充てる。ただし，医学部にあっては医学研究科又は医学部保健学科の教授又
は准教授をもって充てる。

２ 学生指導主任は，学部の学生指導業務全般について，学部長を補佐する。
３ 学生指導主任の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（附属図書館長）
附属図書館に館長を置き，本学の教授をもって充てる。（削る） 第８条の６第８条の６第８条の６第８条の６

２ 附属図書館長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（附属病院長）
医学部附属病院に病院長を置き，医学研究科，医学部保健学科又（削る） 第８条の７第８条の７第８条の７第８条の７

は医学部附属病院の教授をもって充てる。
２ 附属病院長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。
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（副学長）
本学に，学長を助け，命を受けて校務をつかさどる副学長を置く（削る） 第８条の８第８条の８第８条の８第８条の８

ことができる。
２ 副学長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（学長補佐）
本学に，学長の指示する全学的な企画，立案等に参画し，かつ，（削る） 第８条の９第８条の９第８条の９第８条の９

必要な調査検討等を行う学長補佐を置くことができる。
２ 学長補佐の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

第４節 教授会第４節 教授会第４節 教授会第４節 教授会（削る）

削除（削る） 第９条第９条第９条第９条

削除（削る） 第１０条第１０条第１０条第１０条

（教授会）
， ， 。（削る） 第１１条第１１条第１１条第１１条 各学部 医学研究科及び熱帯生物圏研究センターに 教授会を置く

２ 教授会に関し必要な事項は，別に定める。

第 章 修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日 第２章 学部通則４
第１節 修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日

（略） （略）第 条 第１２条第 条 第１２条第 条 第１２条第 条 第１２条６６６６

第１７条第１項の規定に該当する者の既修得単位が第 条第１項の 第１７条の６第１項の規定に該当する者の既修得単位が第４９第 条 第１２条の２第 条 第１２条の２第 条 第１２条の２第 条 第１２条の２７７７７ ５７
科目等履修生として修得したものであるときは，各学部は当該単位数，その 条第１項の科目等履修生として修得したものであるときは，各学部は当該単
修得に要した期間その他必要と認める事項を勘案し相当の期間を修業年限に 位数，その修得に要した期間その他必要と認める事項を勘案し相当の期間を
通算することができる。ただし，通算する期間は，前条に規定する修業年限 修業年限に通算することができる。ただし，通算する期間は，前条に規定す
の２分の１を超えてはならない。 る修業年限の２分の１を超えてはならない。

， 。 ，第 条 第１３条第 条 第１３条第 条 第１３条第 条 第１３条８８８８ 学生は，修業年限の２倍を超えて在学することができない。ただし， 学生は 修業年限の２倍を超えて在学することができない ただし
第 条第１項，第 条第１項及び第２項，第 条第１項並びに第 第２９条第１項，第２９条の２第１項及び第２項，第３０条第１項並びに第３２ ３３ ３４ ３５
条第１項の規定により入学した学生は，入学後の在学すべき年数の２倍を超 ３１条第１項の規定により入学した学生は，入学後の在学すべき年数の２倍
えて在学することができない。 を超えて在学することができない。

（略） （略）第 条 第１４条第 条 第１４条第 条 第１４条第 条 第１４条９９９９

（略） （略）第 条 第１５条第 条 第１５条第 条 第１５条第 条 第１５条１０１０１０１０

（略） （略）第 条 第１６条第 条 第１６条第 条 第１６条第 条 第１６条１１１１１１１１

教育課程 履修方法等 第２節 教育課程及び履修方法等第５章 ，
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（略） （略）第 条 第１７条第 条 第１７条第 条 第１７条第 条 第１７条１２１２１２１２

（略） （略）第 条 第１７条の２第 条 第１７条の２第 条 第１７条の２第 条 第１７条の２１３１３１３１３

（略） （略）第 条 第１７条の３第 条 第１７条の３第 条 第１７条の３第 条 第１７条の３１４１４１４１４

（略） （略）第 条 第１７条の４第 条 第１７条の４第 条 第１７条の４第 条 第１７条の４１５１５１５１５

（略） （略）第 条 第１７条の５第 条 第１７条の５第 条 第１７条の５第 条 第１７条の５１６１６１６１６

（略） （略）第１７条 第１７条の６第１７条 第１７条の６第１７条 第１７条の６第１７条 第１７条の６
２ （略） ２ （略）
３ 前２項により修得したものとみなし，又は与えることができる単位につい ３ 前２項により修得したものとみなし，又は与えることができる単位につい
ては，編入学，転入学及び再入学の場合を除き，本学において修得した単位 ては，編入学，転入学及び再入学の場合を除き，本学において修得した単位
以外のものについて，当該学部 教授会の議に基づき，第 条第１項及び 以外のものについて，当該学部 教授会の議に基づき，第１７条の４第１項１５
前条第１項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を 及び前条第１項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて６０単
限度として，卒業の要件となる単位として取り扱うことができる。 位を限度として，卒業の要件となる単位として取り扱うことができる。

（略） （略）第 条 第１７条の７第 条 第１７条の７第 条 第１７条の７第 条 第１７条の７１８１８１８１８

（略） （略）第 条 第１８条第 条 第１８条第 条 第１８条第 条 第１８条１９１９１９１９

（略） （略）第 条 第１８条の２第 条 第１８条の２第 条 第１８条の２第 条 第１８条の２２０２０２０２０

（略） （略）第 条 第１９条第 条 第１９条第 条 第１９条第 条 第１９条２１２１２１２１

（略） （略）第 条 第２０条第 条 第２０条第 条 第２０条第 条 第２０条２２２２２２２２

（略） （略）第 条 第２１条第 条 第２１条第 条 第２１条第 条 第２１条２３２３２３２３

（略） （略）第 条 第２２条第 条 第２２条第 条 第２２条第 条 第２２条２４２４２４２４

（略） （略）第 条 第２２条の２第 条 第２２条の２第 条 第２２条の２第 条 第２２条の２２５２５２５２５

（略） （略）第 条 第２３条第 条 第２３条第 条 第２３条第 条 第２３条２６２６２６２６

入学，編入学，転入学，再入学 留学等 第３節 入学，編入学，転入学，再入学及び留学等第６章 ，

入学の時期は，学年の とする。ただし，再入学については，学 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，再入学については，学第 条 第２４条第 条 第２４条第 条 第２４条第 条 第２４条２７２７２７２７ 初め
期の とすることができる。 期の始めとすることができる。初め

（略） （略）第 条 第２５条第 条 第２５条第 条 第２５条第 条 第２５条２８２８２８２８

（略） （略）第 条 第２６条第 条 第２６条第 条 第２６条第 条 第２６条２９２９２９２９
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（略） （略）第 条 第２７条第 条 第２７条第 条 第２７条第 条 第２７条３０３０３０３０

（略） （略）第 条 第２８条第 条 第２８条第 条 第２８条第 条 第２８条３１３１３１３１
２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。ただし，第 ２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。ただし，第４４５０
条に基づき入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については，入学料の未 条の２に基づき入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については，入学料
納にかかわらず入学を許可することができる。 の未納にかかわらず入学を許可することができる。

次の各号の一に該当する者で，編入学を志願する者があるときは， 次の各号の一に該当する者で，編入学を志願する者があるときは，第 条 第２９条第 条 第２９条第 条 第２９条第 条 第２９条３２３２３２３２
欠員のある場合に限り，学長は，当該学部教授会の議を経て 年次に入学 欠員のある場合に限り，学長は，当該学部教授会の議を経て担当年次に入学相当
を許可することができる。 を許可することができる。
(1)～(5) （略） (1)～(5) （略）

２ （略） ２ （略）

（略） （略）第 条 第２９条の２第 条 第２９条の２第 条 第２９条の２第 条 第２９条の２３３３３３３３３

（略） （略）第 条 第３０条第 条 第３０条第 条 第３０条第 条 第３０条３４３４３４３４

次の各号の一に該当する者で，同一学科又は課程に再入学を志願す 次の各号の一に該当する者で，同一学科又は課程に再入学を志願す第 条 第３１条第 条 第３１条第 条 第３１条第 条 第３１条３５３５３５３５
る者があるときは，学長は，当該学部教授会の議を経て相当年次に入学を許 る者があるときは，学長は，当該学部教授会の議を経て相当年次に入学を許
可することができる。 可することができる。
(1) 第 条による退学者 (1) 第３６条による退学者４１
(2) 第 条第５号，第６号，第７号及び第８号の規定により除籍された者 (2) 第３７条第５号，第６号，第７号及び第８号の規定により除籍された者４２

２ （略） ２ （略）

（略） （略）第 条 第３２条第 条 第３２条第 条 第３２条第 条 第３２条３６３６３６３６

（略） （略）第 条 第３３条第 条 第３３条第 条 第３３条第 条 第３３条３７３７３７３７

（略） （略）第 条 第３３条の２第 条 第３３条の２第 条 第３３条の２第 条 第３３条の２３８３８３８３８
２ 第 条の規定は，学生が留学する場合について準用する。この場合にお ２ 第１７条の４の規定は，学生が留学する場合について準用する。この場合１５

， 「 」 ，「 」いて「他の大学又は短期大学」とあるのは 「外国の大学又は短期大学」と において 他の大学又は短期大学 とあるのは 外国の大学又は短期大学
読み替えるものとする。 と読み替えるものとする。

休学，復学，退学及び除籍 第４節 休学，復学，退学及び除籍第７章

（略） （略）第 条 第３４条第 条 第３４条第 条 第３４条第 条 第３４条３９３９３９３９
２～４ （略） ２～４ （略）
５ 第 条第１項，第 条第１項，同条第２項，第 条第１項及び第 ５ 第２９条第１項，第２９条の２第１項，同条第２項，第３０条第１項及び３２ ３３ ３４ ３

条第１項の規定により入学した学生の休学期間は，入学後の在学すべき年 第３１条第１項の規定により入学した学生の休学期間は，入学後の在学すべ５
数を超えることができない。 き年数を超えることができない。

６ 休学期間は，第 条に規定する修業年限及び第 条に規定する在学期間に ６ 休学期間は，第１２条に規定する修業年限及び第１３条に規定する在学期６ ８
算入しない。 間に算入しない。

-21-



（略） （略）第 条 第３５条第 条 第３５条第 条 第３５条第 条 第３５条４０４０４０４０

（略） （略）第 条 第３６条第 条 第３６条第 条 第３６条第 条 第３６条４１４１４１４１

， ， ， ， ， ，第 条 第３７条第 条 第３７条第 条 第３７条第 条 第３７条４２４２４２４２ 次の各号の一に該当する者は 当該学部教授会の議を経て 学長が 次の各号の一に該当する者は 当該学部教授会の議を経て 学長が
これを除籍する。 これを除籍する。
(1)～(2) （略） (1)～(2) （略）
(3) 第 条第４項及び第５項に規定する休学期間を超えてなお修学できな (3) 第３４条第４項及び第５項に規定する休学期間を超えてなお修学できな３９
い者 い者

(4)～(7) （略） (4)～(7) （略）
(8) 卒業に要する最終学年を除く１学年の修得単位（第１７条第３項により (8) 卒業に要する最終学年を除く１学年の修得単位（第１７条の６第３項に
認定された単位は除く 以下この号において同じ が１６単位未満の者 より認定された単位は除く。以下，この号において同じ ）が１６単位未。 。） 。 。
ただし，医学部医学科にあっては，第１年次の修得単位が１６単位未満の 満の者。ただし，医学部医学科にあっては，第１年次の修得単位が１６単
者に限る。 位未満の者に限る。

卒業及び学位 第５節 卒業及び学位第８章

本学に第 条に規定する年限在学し，所定の教育課程を修了した者 本学に第１２条に規定する年限在学し，所定の教育課程を修了した第 条 第３８条第 条 第３８条第 条 第３８条第 条 第３８条４３４３４３４３ ６
には，当該学部教授会の議を経て，学長が卒業を認定する。 者には，当該学部教授会の議を経て，学長が卒業を認定する。

（略） （略）第 条 第３９条第 条 第３９条第 条 第３９条第 条 第３９条４４４４４４４４

教員の免許状授与の所要資格の取得 第５節の２ 教員の免許状授与の所要資格の取得第９章

（略） （略）第 条 第３９条の２第 条 第３９条の２第 条 第３９条の２第 条 第３９条の２４５４５４５４５

検定料，入学料，授業料及び寄宿料 第６節 検定料，入学料，授業料及び寄宿料第１０章

（略） （略）第 条 第４０条第 条 第４０条第 条 第４０条第 条 第４０条４６４６４６４６

（略） （略）第 条 第４１条第 条 第４１条第 条 第４１条第 条 第４１条４７４７４７４７

（略） （略）第 条 第４２条第 条 第４２条第 条 第４２条第 条 第４２条４８４８４８４８
２ （略） ２ （略）
３ 第１項の規定にかかわらず，第 条第１号，第６号及び第７号の規定に ３ 第１項の規定にかかわらず，第３７条第１号，第６号及び第７号の規定に４２
より除籍した場合は，未納の授業料を免除することができる。 より除籍した場合は，未納の授業料を免除することができる。

（略） （略）第 条 第４３条第 条 第４３条第 条 第４３条第 条 第４３条４９４９４９４９

削除（削る） 第４４条第４４条第４４条第４４条

（略） （略）第 条 第４４条の２第 条 第４４条の２第 条 第４４条の２第 条 第４４条の２５０５０５０５０

（略） （略）第 条 第４５条第 条 第４５条第 条 第４５条第 条 第４５条５１５１５１５１
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（略） （略）第 条 第４５条の２第 条 第４５条の２第 条 第４５条の２第 条 第４５条の２５２５２５２５２

（略） （略）第 条 第４６条第 条 第４６条第 条 第４６条第 条 第４６条５３５３５３５３

（略） （略）第 条 第４７条第 条 第４７条第 条 第４７条第 条 第４７条５４５４５４５４
２ （略） ２ （略）
３ 第１項の規定にかかわらず，第 条第３項の規定により授業料を納付し ３ 第１項の規定にかかわらず，第４１条第３項の規定により授業料を納付し４７
た者が，入学年度の前年度の３月３１日までに入学を辞退した場合には，納 た者が，入学年度の前年度の３月３１日までに入学を辞退した場合には，納
付した者の申出により当該授業料相当額を還付する。 付した者の申出により当該授業料相当額を還付する。

４ （略） ４ （略）

研究生，特別聴講学生，科目等履修生及び外国人学生 第７節 研究生，特別聴講学生，科目等履修生及び外国人学生第１１章

（略） （略）第 条 第４８条第 条 第４８条第 条 第４８条第 条 第４８条５５５５５５５５

（略） （略）第 条 第４８条の２第 条 第４８条の２第 条 第４８条の２第 条 第４８条の２５６５６５６５６

（略） （略）第 条 第４９条第 条 第４９条第 条 第４９条第 条 第４９条５７５７５７５７

削除（削る） 第５０条第５０条第５０条第５０条

（略） （略）第 条 第５１条第 条 第５１条第 条 第５１条第 条 第５１条５８５８５８５８

公開講座 第８節 公開講座第１２章

（略） （略）第 条 第５２条第 条 第５２条第 条 第５２条第 条 第５２条５９５９５９５９

教員免許状更新講習 第９節 教員免許状更新講習第１３章

（略） （略）第 条 第５２条の２第 条 第５２条の２第 条 第５２条の２第 条 第５２条の２６０６０６０６０

賞罰 第１０節 賞罰第１４章

（略） （略）第 条 第５３条第 条 第５３条第 条 第５３条第 条 第５３条６１６１６１６１

（略） （略）第 条 第５４条第 条 第５４条第 条 第５４条第 条 第５４条６２６２６２６２
２ （略） ２ （略）
３ 前項の停学の期間は，第 条に規定する在学期間に算入し，第 条に規定 ３ 前項の停学の期間は，第１３条に規定する在学期間に算入し，第１２条に８ ６
する修業年限には算入しないものとする。ただし，停学の期間が短期（１か 規定する修業年限には算入しないものとする ただし 停学の期間が短期 １。 ， （
月以下）の場合には，修業年限に算入することができる。 か月以下）の場合には，修業年限に算入することができる。

４～５ （略） ４～５ （略）

寄宿舎 第１１節 寄宿舎第１５章
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（略） （略）第 条 第５５条第 条 第５５条第 条 第５５条第 条 第５５条６３６３６３６３

雑則 第１２節 雑則第１６章

（略） （略）第 条 第５６条第 条 第５６条第 条 第５６条第 条 第５６条６４６４６４６４

附 則（平成２９年 月 日）
この学則は，平成３０年４月１日から施行する。

別表（第 条第２項関係） （略） 別表（第３９条の２第２項関係） （略）４５
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琉球大学大学院学則の一部改正に伴う新旧対照表（案）琉球大学大学院学則の一部改正に伴う新旧対照表（案）琉球大学大学院学則の一部改正に伴う新旧対照表（案）琉球大学大学院学則の一部改正に伴う新旧対照表（案）

新 旧

（改正理由）（改正理由）（改正理由）（改正理由）
・規則体系を整理するため，大学院学則に規定している教員組織等につい
て，国立大学法人琉球大学組織規則に規定するために所要の改正を行う。
・上記に伴う条番号等の修正等を行う。
・その他，配列及び軽微な文言の修正等を行う。

琉球大学大学院学則 琉球大学大学院学則琉球大学大学院学則 琉球大学大学院学則琉球大学大学院学則 琉球大学大学院学則琉球大学大学院学則 琉球大学大学院学則

第１章 総則 第１章 総則

（略） （略）第１条 第１条の１第１条 第１条の１第１条 第１条の１第１条 第１条の１

（略） （略）第 条 第１条の２第 条 第１条の２第 条 第１条の２第 条 第１条の２２２２２

（略） （略）第 条 第１条の３第 条 第１条の３第 条 第１条の３第 条 第１条の３３３３３

（略） （略）第 条 第１条の４第 条 第１条の４第 条 第１条の４第 条 第１条の４４４４４

第２章 第２章 組織及び学生定員研究科，課程及び専攻

（略） （略）第 条 第２条第 条 第２条第 条 第２条第 条 第２条５５５５

（略） （略）第 条 第３条第 条 第３条第 条 第３条第 条 第３条６６６６

（略） （略）第 条 第３条の２第 条 第３条の２第 条 第３条の２第 条 第３条の２７７７７

（略） （略）第 条 第４条第 条 第４条第 条 第４条第 条 第４条８８８８
２ 前項に規定する研究科の専攻に講座を置くことができる。（削る）
３ 研究科の専攻に置く講座については，別に定める。（削る）

（略） （略）第 条 第４条の２第 条 第４条の２第 条 第４条の２第 条 第４条の２９９９９

（新規）第３章 収容定員

（ 収容定員） （収容定員）入学定員及び
の 収容定員は，次の表の 大学院の収容定員は，次の表のとおりとする。第 条 第５条第 条 第５条第 条 第５条第 条 第５条１０１０１０１０ 第８条の各研究科に置く専攻 入学定員及び

とおりとする。
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研究科 専攻 修士課程， 博士課程， 専門職 研究科名 専攻名 修士課程， 博士課程， 専門職
博士前期課程 博士後期課程 学位課程 博士前期課程 博士後期課程 学位課程

入学 収容 入学 収容 入学 収容 入学 収容 入学 収容 入学 収容
定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

第３章 教員組織（削る）

（教員組織）
大学院には，その教育研究上の目的を達成するため，研究科及び専攻（削る） 第６条第６条第６条第６条

の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ，必要な教員を置くものと
する。

２ 大学院は，教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し，組織的な教育が
行われるよう特に留意するものとする。

第４章 運営組織（削る）

（研究科長）（削る）
研究科に研究科長を置く。第７条第７条第７条第７条

２ 研究科長（医学研究科長を除く ）は，基礎となる学部の学部長（基礎と。
なる学部が複数の場合は，当該研究科委員会で選考された者）をもって充て
る。ただし，基礎となる学部の学部長が当該研究科担当の教授でない場合又
は基礎となる学部がない場合においては，当該研究科担当の教授のうちから
選ばれた者を充てる。

３ 医学研究科長にあっては医学部長をもって充てる。ただし，医学部長が医
学研究科専任教授以外から選ばれた場合は，医学研究科長は医学研究科教授
会で選考された者を充てる。

（副研究科長）
研究科に副研究科長を置くことができる。（削る） 第７条の２第７条の２第７条の２第７条の２

２ 副研究科長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（研究科委員会等）
研究科に関する重要事項を審議するため 各研究科に研究科委員会 医（削る） 第８条第８条第８条第８条 ， （

。 「 」 。）学研究科にあっては教授会をもって充てる 以下 研究科委員会等 という
を置く。

２ 研究科委員会等に関し必要な事項は，別に定める。
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（大学院委員会）
大学院の運営等に関する事項を審議するため琉球大学大学院委員（削る） 第８条の２第８条の２第８条の２第８条の２

会（以下「大学院委員会」という ）を置く。。
２ 大学院委員会に関し必要な事項は，別に定める。

第５章 学年，学期及び休業日（削る）

学年，学期及び休業日については，学則第１４条から第１６条までの（削る） 第９条第９条第９条第９条
規定を準用する。

第 章 標準修業年限 在学期間 第６章 標準修業年限及び在学期間４ ， ，学年，学期及び休業日

（略） （略）第 条 第１０条第 条 第１０条第 条 第１０条第 条 第１０条１１１１１１１１

（略） （略）第 条 第１１条第 条 第１１条第 条 第１１条第 条 第１１条１２１２１２１２

（学年，学期及び休業日）
（新規）第１３条第１３条第１３条第１３条 学年，学期及び休業日については，学則第９条から第１１条までの

規定を準用する。

第７章 入学，休学，復学，転学，退学及び除籍（削る）

（入学時期）
入学の時期は，学年の始めとする。ただし，特別の必要があり，か（削る） 第１２条第１２条第１２条第１２条

つ，教育上支障がないと研究科において認めるときは，学期の始めとするこ
とができる。

（入学資格）
修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのでき（削る） 第１３条第１３条第１３条第１３条

る者は，次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する
ことにより当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育
における１６年の課程を修了したとされるものに限る ）を有するものと。
して当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，
文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学
大臣が定める基準を満たすものに限る ）で文部科学大臣が別に指定する。
ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学に３年以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定め
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る者を含む ）であって，所定の単位を優れた成績をもって修得したもの。
と大学院において認めた者

(9) 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であっ
て，本大学院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力が
あると認めたもの

(10) 大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同
等以上の学力があると認めた者で，２２歳に達したもの

２ 博士後期課程に入学することができる者は，次の各号の一に該当する者と
する。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された
者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，
修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学
校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別
に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当す
る学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う
特別措置法(昭和５１年法律第７２号)第１条第２項に規定する１９７２年
１２月１１日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下
「国際連合大学」という。)の課程を修了し，修士の学位に相当する学位
を授与された者

(6) 外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課
程を履修し，大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１６条の
２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する
者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学
位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの

３ 医学研究科の博士課程に入学することができる者は，次の各号の一に該当
する者とする。
(1) 大学（医学，歯学，獣医学又は修業年限６年の薬学を履修する課程に限
る。以下この項において同じ ）を卒業した者。

(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士（医学，歯学，獣医学又
は薬学）の学位を授与された者

(3) 外国において，学校教育における１８年の課程（最終の課程は，医学，
歯学，獣医学又は薬学）を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する
（ ，ことにより当該外国の学校教育における１８年の課程 最終の課程は医学

歯学，獣医学又は薬学）を修了した者
(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育
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における１８年の課程（最終の課程は医学，歯学又は獣医学を履修する課
程）を修了したとされるものに限る ）を有するものとして当該外国の学。
校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別
に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 大学に４年以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定め
る者を含む ）であって，所定の単位を優れた成績をもって修得したもの。
と大学院において認めた者

(8) 大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの

（入学志願手続）
大学院に入学を志願する者は，入学願書に所定の書類及び検定料を（削る） 第１４条第１４条第１４条第１４条

添えて，指定の期日までに提出しなければならない。

（入学者の選抜）
入学志願者に対しては，選抜を行い，研究科委員会等の議を経て，（削る） 第１５条第１５条第１５条第１５条

学長が合格者を決定する。
， ， 。２ 前項の選抜は 学力検査 出身大学の調査書等を総合して行うものとする

３ 前項の選抜の方法，時期等についてはその都度定める。

（入学手続及び入学許可）
合格の通知を受けた者は，所定の書類に入学料を添えて，指定の期（削る） 第１６条第１６条第１６条第１６条

日までに提出しなければならない。
２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に，入学を許可する。ただし，入学

料の免除又は徴収猶予を願い出た者については，入学料の未納にかかわらず
入学を許可することができる。

（博士後期課程への進学）
本学の博士前期課程を修了し，引き続き博士後期課程に進学を（削る） 第１６条の２第１６条の２第１６条の２第１６条の２

志願する者については，当該研究科の定めるところにより，選考の上，研究
科長が進学を許可する。

（再入学）
学長は，第２３条の規定による退学者で退学後２年以内に再入学を（削る） 第１７条第１７条第１７条第１７条

志願する者については，研究科委員会等の議を経て，相当年次に入学を許可
することができる。

（転入学）
学長は，他の大学院（外国の大学院及び国際連合大学を含む。以下（削る） 第１８条第１８条第１８条第１８条

同じ。)の 学生で転入学を志願する者については，欠員のある場合に限り，
研究科委員会等の議を経て，相当年次に入学を許可することができる。

２ 転入学を希望する者は，現に在学する大学院の研究科長の許可書を願書に
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添付しなければならない。

（休学）
病気その他やむを得ない理由により３か月以上修学することができ（削る） 第１９条第１９条第１９条第１９条

ない者は，休学願いに医師の診断書その他の理由書を添え，学長の許可を得
て休学することができる。

２ 学長は，病気その他の理由により，修学することが適当でないと認められ
る者については，研究科委員会等の議を経て期間を定め，休学を命ずること
ができる。

（休学期間）
休学期間は，当該学期又は学年の終わりまでとする。ただし，特別（削る） 第２０条第２０条第２０条第２０条

の理由があるときは休学期間を延長することができる。
２ 休学期間は，通算して次の各号に定める年数を超えることはできない。

(1) 修士課程及び博士前期課程 ２年
(2) 博士後期課程 ３年
(3) 医学研究科の博士課程 ４年
(4) 法務研究科の専門職学位課程 ３年
(5) 教育学研究科の専門職学位課程 ２年

３ 休学期間は，第１１条に規定する在学期間には算入しない。

（復学）
休学期間が満了した者又は休学期間満了前にその理由が消滅した者（削る） 第２１条第２１条第２１条第２１条

は，学長の許可を得て復学することができる。
２ 病気による休学者が復学しようとするときは，医師の診断書を添付するも

のとする。

（転学）
他の大学院に転学しようとする者は，研究科長に願い出，学長の許（削る） 第２２条第２２条第２２条第２２条

可を得なければならない。

（退学）
， 。（削る） 第２３条第２３条第２３条第２３条 大学院を退学しようとする者は 学長の許可を得なければならない

（除籍）
次の各号の一に該当する者は，研究科委員会等の議を経て，学長が（削る） 第２４条第２４条第２４条第２４条

これを除籍する。
(1) 長期間にわたり行方不明の者
(2) 在学期間を超えた者
(3) 第２０条第２項に規定する休学期間を超えて，なお修学できない者
(4) 病気その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
(5) 休学期間満了後，所定の手続きをしない者
(6) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の半額免
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除若しくは徴収猶予を許可された者で，所定の期日までに納付すべき入学
料を納付しなかった者

(7) 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者

第 章 教育課程 第８章 教育課程５ 及び履修方法

（略） （略）第 条 第２５条第 条 第２５条第 条 第２５条第 条 第２５条１４１４１４１４

（略） （略）第 条 第２５条の２第 条 第２５条の２第 条 第２５条の２第 条 第２５条の２１５１５１５１５
２ （略） ２ （略）
３ １項の規定にかかわらず，専門職学位課程における教育は，授業科目の ３ 前１項の規定にかかわらず，専門職学位課程における教育は，授業科目の第
授業により行う。この場合において，専門職学位課程は，その目的を達成し 授業により行う。この場合において，専門職学位課程は，その目的を達成し
得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，現地調査又は双方向 得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，現地調査又は双方向
若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により 若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により
授業を行う。 授業を行う。

４ （略） ４ （略）

（授業科目）
大学院には，専攻に応じ，教育上必要な授業科目を開設するも（削る） 第２５条の３第２５条の３第２５条の３第２５条の３

のとする。
２ 研究科における授業科目及び単位数については，別に定める。

（一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基
準）

大学院が，一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又（削る） 第２５条の４第２５条の４第２５条の４第２５条の４
は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当た
っては，その組み合わせに応じ，第２８条の２により準用する学則第２０条
第３項各号に定める時間をもって一単位とする。

（履修方法）
研究科における授業科目の履修方法については，別に定める。（削る） 第２６条第２６条第２６条第２６条

（教育方法の特例）
大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められ（削る） 第２６条の２第２６条の２第２６条の２第２６条の２

る場合には，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行
う等の適当な方法により教育を行うことができる。

（長期にわたる教育課程の履修）
大学院は，各研究科の定めるところにより，学生が，職業を有（削る） 第２６条の３第２６条の３第２６条の３第２６条の３

している等の事情により，第１０条に定める標準修業年限を超えて一定の期
間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出た
ときは，その計画的な履修を認めることができる。

２ 前項による計画的な教育課程の修業年限は，第１１条に定める在学期間を
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超えることはできない。

（他の大学院における授業科目の履修等）
， ， ，（削る） 第２７条第２７条第２７条第２７条 学長は 教育上有益と認めるときは 他の大学院との協議に基づき

学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
２ 前項の規定により，履修した授業科目については，研究科委員会等の議を

経て１０単位を超えない範囲で認めることができる。
３ 前項の規定にかかわらず，法務研究科及び教育学研究科の専門職学位課程

にあっては，次に掲げるとおりとする。
(1) 法務研究科にあっては，３６単位を超えない範囲で当該研究科が認める
単位を修得したものとみなすことができる。

(2) 教育学研究科の専門職学位課程にあっては，２４単位を超えない範囲で
当該研究科が認める単位を修得したものと見なすことができる。

４ 第１項の履修期間は，在学期間に含まれる。
５ 他の大学院で履修できる授業科目の種類，単位数及び履修方法等について

は，別に定める。

（入学前の既修得単位等の認定）
研究科において，教育上有益と認めるときは，学生が大学院に（削る） 第２７条の２第２７条の２第２７条の２第２７条の２

入学する前に大学院（他の大学院を含む ）において履修した授業科目につ。
いて修得した単位（大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１５
条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む ）を，大学院に入。
学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこと
ができる。

２ 前項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数
は，再入学及び転入学の場合を除き，当該研究科において修得した単位以外
のものについては，研究科委員会等の議を経て，前条の規定により修得した
単位と合わせて１０単位を超えない範囲で認めることができる。

３ 前項の規定にかかわらず，法務研究科及び教育学研究科の専門職学位課程
にあっては，次に掲げるとおりとする。
(1) 法務研究科にあっては，前条第３項第１号の規定により修得した単位と
合わせて３０単位（同条第３項第１号の規定により３０単位を超えてみな
す単位を除く ）を超えない範囲で認めることができる。。

(2) 教育学研究科の専門職学位課程にあっては，前条第３項第２号の規定に
より修得した単位と合わせて２４単位を超えない範囲で認めることができ
る。

（成績評価基準等の明示等）
大学院は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並（削る） 第２７条の３第２７条の３第２７条の３第２７条の３

びに１年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
２ 大学院は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっ

ては，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじ
め明示するとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。
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（略） （略）第 条 第２７条の４第 条 第２７条の４第 条 第２７条の４第 条 第２７条の４１６１６１６１６

（他の大学院における授業科目の履修等）
（新規）第１７条第１７条第１７条第１７条 学長は 教育上有益と認めるときは 他の大学院との協議に基づき， ， ，

学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
２ 前項の規定により，履修した授業科目については，研究科委員会等の議を
経て１０単位を超えない範囲で認めることができる。

３ 前項の規定にかかわらず，法務研究科及び教育学研究科の専門職学位課程
にあっては，次に掲げるとおりとする。
(1) 法務研究科にあっては，３６単位を超えない範囲で当該研究科が認める
単位を修得したものとみなすことができる。

(2) 教育学研究科の専門職学位課程にあっては，２４単位を超えない範囲で
当該研究科が認める単位を修得したものと見なすことができる。

４ 第１項の履修期間は，在学期間に含まれる。
５ 他の大学院で履修できる授業科目の種類，単位数及び履修方法等について
は，別に定める。

（長期にわたる教育課程の履修）
（新規）第１８条第１８条第１８条第１８条 大学院は，各研究科の定めるところにより，学生が，職業を有して

いる等の事情により，第１１条に定める標準修業年限を超えて一定の期間に
わたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たとき
は，その計画的な履修を認めることができる。

２ 前項による計画的な教育課程の修業年限は，第１２条に定める在学期間を
超えることはできない。

（入学前の既修得単位等の認定）
（新規）第１９条第１９条第１９条第１９条 研究科において，教育上有益と認めるときは，学生が大学院に入学

する前に大学院（他の大学院を含む ）において履修した授業科目について。
修得した単位（大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１５条の
規定により科目等履修生として修得した単位を含む ）を，大学院に入学し。
た後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで
きる。

２ 前項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数
は，再入学及び転入学の場合を除き，当該研究科において修得した単位以外
のものについては，研究科委員会等の議を経て，前条の規定により修得した
単位と合わせて１０単位を超えない範囲で認めることができる。

３ 前項の規定にかかわらず，法務研究科及び教育学研究科の専門職学位課程
にあっては，次に掲げるとおりとする。
(1) 法務研究科にあっては，第１７条第３項第１号の規定により修得した単
位と合わせて３０単位（同条第３項第１号の規定により３０単位を超えて
みなす単位を除く ）を超えない範囲で認めることができる。。

(2) 教育学研究科の専門職学位課程にあっては，第１７条第３項第２号の規
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定により修得した単位と合わせて２４単位を超えない範囲で認めることが
できる。

（授業科目）
（新規）第２０条第２０条第２０条第２０条 大学院には，専攻に応じ，教育上必要な授業科目を開設するものと

する。
２ 研究科における授業科目及び単位数については，別に定める。

（一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基
準）

（新規）第２１条第２１条第２１条第２１条 大学院が，一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実
技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たって
は，その組み合わせに応じ，第２６条により準用する学則第２２条第３項各
号に定める時間をもって一単位とする。

（履修方法）
（新規）第２２条第２２条第２２条第２２条 研究科における授業科目の履修方法については，別に定める。

（教育方法の特例）
（新規）第２３条第２３条第２３条第２３条 大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場

合には，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等
の適当な方法により教育を行うことができる。

（成績評価基準等の明示等）
（新規）第２４条第２４条第２４条第２４条 大学院は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに

１年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
２ 大学院は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっ
ては，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじ
め明示するとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。

（略） （略）第 条 第２８条第 条 第２８条第 条 第２８条第 条 第２８条２５２５２５２５

大学院の各授業科目の単位の計算基準，単位の授与及び授業科 目 大学院の各授業科目の単位の計算基準，単位の授与及び授業科第 条 第２８条の２第 条 第２８条の２第 条 第２８条の２第 条 第２８条の２２６２６２６２６
の履修の認定については，学則第 条及び第 条の規定を準用する。 目の履修の認定については，学則第２０条及び第２１条の規定を準用する。２２ ２３

（新規）第６章 入学，転入学，再入学及び転学

（入学）
（新規）第２７条第２７条第２７条第２７条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，特別の必要があり，か

つ，教育上支障がないと研究科において認めるときは，学期の初めとするこ
とができる。

（入学資格）
（新規）第２８条第２８条第２８条第２８条 修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのでき
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る者は，次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する
ことにより当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育
における１６年の課程を修了したとされるものに限る ）を有するものと。
して当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，
文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学
大臣が定める基準を満たすものに限る ）で文部科学大臣が別に指定する。
ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学に３年以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定め
る者を含む ）であって，所定の単位を優れた成績をもって修得したもの。
と大学院において認めた者

，(9) 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって
本大学院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力がある
と認めたもの

(10) 大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者で，２２歳に達したもの

２ 博士後期課程に入学することができる者は，次の各号の一に該当する者と
する。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された
者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，
修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学
校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別
に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当す
る学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う
特別措置法（昭和５１年法律第７２号）第１条第２項に規定する１９７２
年１２月１１日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学（以
下「国際連合大学」という ）の課程を修了し，修士の学位に相当する学。
位を授与された者

(6) 外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課
程を履修し，大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１６条の
２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する
者と同等以上の学力があると認められた者
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(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学
位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの

３ 医学研究科の博士課程に入学することができる者は，次の各号の一に該当
する者とする。
(1) 大学（医学，歯学，獣医学又は修業年限６年の薬学を履修する課程に限
る。以下この項において同じ ）を卒業した者。

(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士（医学，歯学，獣医学又
は薬学）の学位を授与された者

(3) 外国において，学校教育における１８年の課程（最終の課程は，医学，
歯学，獣医学又は薬学）を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する
（ ，ことにより当該外国の学校教育における１８年の課程 最終の課程は医学

歯学，獣医学又は薬学）を修了した者
(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育
における１８年の課程（最終の課程は医学，歯学又は獣医学を履修する課
程）を修了したとされるものに限る ）を有するものとして当該外国の学。
校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別
に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 大学に４年以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定め
る者を含む ）であって，所定の単位を優れた成績をもって修得したもの。
と大学院において認めた者

(8) 大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの

（入学志願手続）
（新規）第２９条第２９条第２９条第２９条 大学院に入学を志願する者は，入学願書に所定の書類及び検定料を

添えて，指定の期日までに提出しなければならない。

（入学者の選抜）
（新規）第３０条第３０条第３０条第３０条 入学志願者に対しては，選抜を行い，研究科委員会等の議を経て，

学長が合格者を決定する。
， ， 。２ 前項の選抜は 学力検査 出身大学の調査書等を総合して行うものとする

３ 第１項の選抜の方法，時期等についてはその都度定める。

（入学手続及び入学許可）
（新規）第３１条第３１条第３１条第３１条 合格の通知を受けた者は，所定の書類に入学料を添えて，指定の期

日までに提出しなければならない。
２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に，入学を許可する。ただし，入学
料の免除又は徴収猶予を願い出た者については，入学料の未納にかかわらず
入学を許可することができる。
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（博士後期課程への進学）
（新規）第３２条第３２条第３２条第３２条 本学の博士前期課程を修了し，引き続き博士後期課程に進学を志願

する者については，当該研究科の定めるところにより，選考の上，研究科長
が進学を許可する。

（転入学）
（新規）第３３条第３３条第３３条第３３条 学長は，他の大学院（外国の大学院及び国際連合大学を含む。以下

同じ。)の学生で転入学を志願する者については，欠員のある場合に限り，
研究科委員会等の議を経て，相当年次に入学を許可することができる。

２ 転入学を希望する者は，現に在学する大学院の研究科長の許可書を願書に
添付しなければならない。

（再入学）
（新規）第３４条第３４条第３４条第３４条 学長は，第３８条の規定による退学者で退学後２年以内に再入学を

志願する者については，研究科委員会等の議を経て，相当年次に入学を許可
することができる。

（転学）
（新規）第３５条第３５条第３５条第３５条 他の大学院に転学しようとする者は，研究科長を経て学長の許可を

得なければならない。

（新規）第７章 休学，復学，退学及び除籍

（休学）
（新規）第３６条第３６条第３６条第３６条 病気その他やむを得ない理由により３か月以上修学することができ

ない者は，休学願いに医師の診断書その他の理由書を添え，学長の許可を得
て休学することができる。

２ 学長は，病気その他の理由により，修学することが適当でないと認められ
る者については，研究科委員会等の議を経て期間を定め，休学を命ずること
ができる。

３ 休学期間は，当該学期又は学年の終わりまでとする。ただし，特別の理由
があるときは，休学期間を延長することができる。

４ 休学期間は，通算して次の各号に定める年数を超えることはできない。
(1) 修士課程及び博士前期課程 ２年
(2) 博士後期課程 ３年
(3) 医学研究科の博士課程 ４年
(4) 法務研究科の専門職学位課程 ３年
(5) 教育学研究科の専門職学位課程 ２年

５ 休学期間は，第１２条に規定する在学期間には算入しない。

（復学）
（新規）第３７条第３７条第３７条第３７条 休学期間が満了した者又は休学期間満了前にその理由が消滅した者

は，学長の許可を得て復学することができる。
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２ 病気による休学者が復学しようとするときは，医師の診断書を提出するも
のとする。

（退学）
（新規）第３８条第３８条第３８条第３８条 大学院を退学しようとする者は 学長の許可を得なければならない， 。

（除籍）
（新規）第３９条第３９条第３９条第３９条 次の各号の一に該当する者は，研究科委員会等の議を経て，学長が

これを除籍する。
(1) 長期間にわたり行方不明の者
(2) 在学期間を超えた者
(3) 第３６条第４項に規定する休学期間を超えて，なお修学できない者
(4) 病気その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
(5) 休学期間満了後，所定の手続きをしない者
(6) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の半額免
除若しくは徴収猶予を許可された者で，所定の期日までに納付すべき入学
料を納付しなかった者

(7) 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者

第 章 課程の修了要件 学位の授与 第９章 課程の修了要件，学位の授与及び教員免許状８ 及び

（略） （略）第 条 第２９条第 条 第２９条第 条 第２９条第 条 第２９条４０４０４０４０

（略） （略）第 条 第３０条第 条 第３０条第 条 第３０条第 条 第３０条４１４１４１４１

（略） （略）第 条 第３１条第 条 第３１条第 条 第３１条第 条 第３１条４２４２４２４２

（略） （略）第 条 第３１条の２第 条 第３１条の２第 条 第３１条の２第 条 第３１条の２４３４３４３４３
２ 第 条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士 ２ 第１０条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士１１
課程又は博士前期課程を修了した者及び前条第１項ただし書の規定による在 課程又は博士前期課程を修了した者及び前条第１項ただし書の規定による在
学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修 学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修
了要件については，前項ただし書中「１年」とあるのは 「修士課程又は博 了要件については，前項ただし書中「１年」とあるのは 「修士課程又は博， ，
士前期課程における在学期間を含めて「３年」と読み替えて，同項ただし書 士前期課程における在学期間を含めて「３年」と読み替えて，同項ただし書
の規定を適用する。 の規定を適用する。

（略） （略）第 条 第３１条の３第 条 第３１条の３第 条 第３１条の３第 条 第３１条の３４４４４４４４４

（略） （略）第 条 第３１条の４第 条 第３１条の４第 条 第３１条の４第 条 第３１条の４４５４５４５４５
２ 前項の在学期間に関しては，第 条第１項の規定により本学法務研究科 ２ 前項の在学期間に関しては，第２７条の２第１項の規定により本学法務研１９
に入学する前に修得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定により入 究科に入学する前に修得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定によ
学資格を有した後，修得したものに限る ）を本学法務研究科において修得 り入学資格を有した後，修得したものに限る ）を本学法務研究科において。 。
したものとみなす場合であって当該単位の修得により本学法務研究科の教育 修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により本学法務研究科の
課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間 教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した
その他を勘案して１年を超えない範囲で本学法務研究科が定める期間在学し 期間その他を勘案して１年を超えない範囲で本学法務研究科が定める期間在
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たものとみなすことができる。 学したものとみなすことができる。
３～４ （略） ３～４ （略）
５ 第３項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことができ ５ 第３項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことができ
る単位数は，第 条及び第 条の規定により修得したものとみなす単位 る単位数は，第２７条及び第２７条の２の規定により修得したものとみなす１７ １９
数と合わせて３０単位（第３項及び第 条第３項第１号の規定により３０ 単位数と合わせて３０単位（第３項及び第２７条第２項第３項第１号の規定１７
単位を超えて みなす単位を除く ）を超えないものとする。 により３０単位を超えてみなす単位を除く ）を超えないものとする。修得したものと 。 。

（略） （略）第 条 第３１条の５第 条 第３１条の５第 条 第３１条の５第 条 第３１条の５４６４６４６４６
２ 前項の在学期間に関しては，第 条第１項の規定により本学教育学研究 ２ 前項の在学期間に関しては，第２７条の２第１項の規定により本学教育学１９

。 （ ， 「 」 。）科専門職学位課程（以下本項において「当該専門職学位課程」という ）に 研究科専門職学位課程 以下 本項において 当該専門職学位課程 という
入学する前に修得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定により入学 に入学する前に修得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定により入
資格を有した後 修得したものに限る ）を当該専門職学位課程において修 学資格を有した後，修得したものに限る ）を当該専門職学位課程においてに 。 。
得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職学位課程 修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職学位課
の一部を履修した と認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間 程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間そもの
その他を勘案して１年を超えない範囲で在学したものとみなすことができ の他を勘案して１年を超えない範囲で在学したものとみなすことができる。
る。ただし，この場合においても，当該専門職学位課程に少なくとも１年以 ただし，この場合においても，当該専門職学位課程に少なくとも１年以上在
上在学するものとする。 学するものとする。

３ （略） ３ （略）

（略） （略）第 条 第３２条第 条 第３２条第 条 第３２条第 条 第３２条４７４７４７４７

（新規）第９章 教員の免許状授与の所要資格の取得

（略） （略）第 条 第３２条の２第 条 第３２条の２第 条 第３２条の２第 条 第３２条の２４８４８４８４８

第１０章 検定料，入学料，授業料及び学修支援料 第１０章 検定料，入学料，授業料及び学修支援料

（略） （略）第 条 第３３条第 条 第３３条第 条 第３３条第 条 第３３条４９４９４９４９
２ 検定料，入学料及び授業料の徴収方法，免除及び徴収猶予については，学 ２ 検定料，入学料及び授業料の徴収方法，免除及び徴収猶予については，学

， 。則第 条から第 条まで，第 条及び第 条の規定を準用する。 則第４１条から第４３条まで 第４４条の２及び第４５条の規定を準用する４７ ４９ ５０ ５１
３ 第 条に定める法務学修生については 検定料及び入学料は徴収しない ３ 第３５条の５に定める法務学修生については，検定料及び入学料は徴収し５５ ， 。

ない。
４～５ （略） ４～５ （略）

， ， ， ，６ 第１項の規定にかかわらず 本学教育学部附属小学校及び中学校の教員が ６ 第１項の規定にかかわらず 本学教育学部附属小学校及び中学校の教員が
当該校長の許可を得て教育学研究科に入学する場合，又は本学大学院の社会 当該校長の許可を得て教育学研究科に入学する場合，又は本学大学院の社会
人特別選抜（現職高等学校教員等）により入学する場合は，授業料を徴収し 人特別選抜（現職高等学校教員等）により入学する場合は，授業料を徴収し
ない。ただし，第 条第１項に定める標準修業年限（第 条第１項によ ない。ただし，第１０条第１項に定める標準修業年限（第２６条の３第１項１１ １８
り長期にわたる教育課程の履修を認められた場合にあっては同条第２項に規 により長期にわたる教育課程の履修を認められた場合にあっては同条第２項
定する計画的な教育課程の修業年限）を超えて在学する場合は，その超えた に規定する計画的な教育課程の修業年限）を超えて在学する場合は，その超
期間の授業料を徴収する。 えた期間の授業料を徴収する。

７～１０ （略） ７～１０ （略）

（略） （略）第 条 第３４条第 条 第３４条第 条 第３４条第 条 第３４条５０５０５０５０
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２ （略） ２ （略）
３ 第１項の規定にかかわらず， 第２項の規定により授業料を納付した者 ３ 第１項の規定にかかわらず，第３３条第２項の規定により授業料を納付し前条
が，入学年度の前年度の３月３１日までに入学を辞退した場合には，納付し た者が，入学年度の前年度の３月３１日までに入学を辞退した場合には，納
た者の申出により当該授業料相当額を還付する。 付した者の申出により当該授業料相当額を還付する。

４ （略） ４ （略）

第１１章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，研究生，法務 第１１章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，研究生，法務
学修生及び外国人学生 学修生及び外国人学生

（略） （略）第 条 第３５条第 条 第３５条第 条 第３５条第 条 第３５条５１５１５１５１

（略） （略）第 条 第３５条の２第 条 第３５条の２第 条 第３５条の２第 条 第３５条の２５２５２５２５２

（略） （略）第 条 第３５条の３第 条 第３５条の３第 条 第３５条の３第 条 第３５条の３５３５３５３５３

（略） （略）第 条 第３５条の４第 条 第３５条の４第 条 第３５条の４第 条 第３５条の４５４５４５４５４

（略） （略）第 条 第３５条の５第 条 第３５条の５第 条 第３５条の５第 条 第３５条の５５５５５５５５５

（略） （略）第 条 第３６条第 条 第３６条第 条 第３６条第 条 第３６条５６５６５６５６

第１２章 賞罰 第１２章 賞罰

（略） （略）第 条 第３７条第 条 第３７条第 条 第３７条第 条 第３７条５７５７５７５７

（略） （略）第 条 第３８条第 条 第３８条第 条 第３８条第 条 第３８条５８５８５８５８
２ （略） ２ （略）
３ 前項の停学の期間は，第 条に規定する在学期間に算入し，第 条に ３ 前項の停学の期間は，第１１条に規定する在学期間に算入し，第１０条に１２ １１
規定する標準修業年限には算入しないものとする。ただし，停学の期間が短期 規定する標準修業年限には算入しないものとする。ただし，停学の期間が短
（１か月以下）の場合には，標準修業年限に算入することができる。 期（１か月以下）の場合には，標準修業年限に算入することができる。
４～５ （略） ４～５ （略）

第１３章 雑則 第１３章 雑則

（略） （略）第 条 第３９条第 条 第３９条第 条 第３９条第 条 第３９条５９５９５９５９

附 則（平成２９年 月 日）
この学則は，平成３０年４月１日から施行する。
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平成２９年度第３回琉球大学経営協議会 平成２９年度第３回琉球大学経営協議会 平成２９年度第３回琉球大学経営協議会 平成２９年度第３回琉球大学経営協議会 

審議事項に係る学外委員からの意見等への回答 審議事項に係る学外委員からの意見等への回答 審議事項に係る学外委員からの意見等への回答 審議事項に係る学外委員からの意見等への回答 
    

    

議題１議題１議題１議題１.... 国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて  国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて  国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて  国立大学法人琉球大学における学則等規則体系の見直しについて 

    

質問１． 規則体系の見直し・整理は重要。但し、「部局長等懇談会と企画経営戦

略会議の両方が必要なのか？」等の見直しは必要ではないか。検討をお願いした

い。【益戸委員】 

    
（回答）（回答）（回答）（回答）    

 今回お諮りする学則等規則体系の見直しについては、既存の組織等の体系や配列

の整理を主眼としたものですが、ご指摘をいただいた、個々の会議等の必要性につ

いては、今後改めて検討をしていきたいと思います。 

-41-

議題１－７



【議題２】　給与法及び退職手当法の改正に伴う
対応について

議題２



【議題３】　平成２９年度支出予算の執行について（案） 議題３



【議題４】　平成３０年度予算編成方針案について 議題４

















千原学⽣寮、国際交流会館の改修
及び新営の概要について

経営協議会
平成29年12⽉15⽇

【議題５－１】　千原学生寮改修及び新営に係る
長期借入金の認可申請（案）について

議題５－１



１．

１

これまでは部分的な改修にとどまり、経年劣化等による建物・住環境の悪化が進
⾏している。

千原寮の現状

千原寮は，⼀般棟（築33 35年、男⼦3棟、⼥⼦1棟）、混住型棟（築21年、男
⼦1棟、⼥⼦1棟）、新混住型棟（築7年、男⼦1棟、⼥⼦1棟）を配置している。

□一般棟の課題
①⼊居率の低下
⼀般棟は、学生の居室面積が狭く（9㎡(6畳
弱)）、トイレ・キッチンが共用、シャワー室
が設置されていない（共用棟の浴室を使用）、
電気容量の関係でクーラーが設置できないなど
住環境が他の棟よりも劣っている。
②施設の⽼朽化（これまで⼤規模改修なし）
③⼥⼦の室数が少ない（男⼥の割合７：３）



２．国際交流会館の現状

２

□国際交流会館の課題
①単⾝棟の不⾜
単⾝棟に⼊居できなかった留学生は、千原寮に
⼊寮している。
②施設の⽼朽化（これまで⼤規模改修なし） ２

国際交流会館は、外国⼈留学生及び外国⼈研究者用に5棟（築23 30年）の
施設がある。
これまでは部分的な改修にとどまり、経年劣化等による建物・住環境の悪化が進
⾏している。



３．グローバル新棟の新営

３

⽇本⼈学生の⼥⼦学生の居室数を増やし、寮の居住数の男⼥⽐のアンバランスを解消する。（全学生
数と同様に６：４）

7階建ての新棟(男⼦1棟、⼥⼦1棟（計224室））を整備する。
千原寮の改修に伴い減少した居室数を補う。(154室減少)
外国⼈留学生の居室数を増加させる。(留学生＋⼥⼦ 70室増加)

新営のポイント



４．一般棟の改修

４

⼀般棟全てにおいて、4・5階部分は3室を2室として、より広い居住空間を確保する。（9㎡ 13㎡）

千原寮の現状4階～5階の改修のポイント①

居室・共用部分全面改修（トイレ、シャワーを各室に設置する）

【改修前】

各居室にエアコン、無線ＬＡＮを設置する。



５



６

千原寮の改修方法１階～3階の改修のポイント②

居室・共用部分全面改修（シャワー室新設及びトイレ増設）
寄宿料を低く設定したルームシェアタイプとする。

【改修前】
各居室にエアコン、無線ＬＡＮを設置する。



【改修後】

７



５．混住型棟の改修

８

千原寮の改修方法混住型棟改修のポイント

居室・共有部分の全面改修（居室の配置は従来通り）
各居室にエアコン、無線ＬＡＮを設置する。



６．新混住型棟の改修
千原寮の改修方法新混住型棟改修のポイント

各個室にエアコン、無線LANを設置する。

９

内装改修なし。



７．国際交流会館の改修

改修のポイント

居室・共有部分の全面改修（居室の配置は従来通り）

１０



８．整備計画ローテーション

千原寮

１１

整備前 整備後

男⼦棟 609 609

⼥⼦棟 269 339

計 878 948

居室数
棟名



９．整備計画ローテーション

１２

国際交流会館

６室

６室

２０室

５４室

棟名 居室数

単⾝棟 54

世帯棟１ 6

世帯棟２ 6

世帯棟３ 20

計 86



１０．整備後の寄宿料の設定について

１３

建築（改修）費（案）建築（改修）費（案）建築（改修）費（案）建築（改修）費（案）

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円） 現行 改修後（案）

1,408 － 25,000

1～3階 10,000

4・5階 15,000

169 4,700 15,000

5 15,000 20,000

2,547

留学生　5,900 15,000
研究者　8,600 20,000
留学生　9,500 25,000
研究者　17,700 30,000
留学生　14,200 30,000
研究者　27,800 35,000

357

2,904

965

単身棟（1棟）

世帯棟（3棟）
夫婦室

家族室

177

180

4,300

建築（改修）費及び改修後の寄宿料の設定（案）について

※建築（改修）費用は、全額市中銀行からの長期借入を財源とする予定。
　　なお、長期借入金の償還財源は寄宿料により充当することとして、償還期間は25年間を予定。

国
際
交
流
会
館

千
原
寮

小計

小計

合計

施設名 棟名称

一般棟
（男子3棟、女子1棟）

混住型棟（男女各１棟）

新混住型棟（男女各１棟）

寄宿料（単位：円）寄宿料（単位：円）寄宿料（単位：円）寄宿料（単位：円）

新棟（男女各１棟）



１１．収⽀⾒込年度展開表

１４

（単位：千円）

H30 H31 H32 H33
H34～H54

（年間額）
H55 H56 H57 H58 H59 合計

寄宿舎収入 47,659 66,925 132,862 166,968 184,464 184,464 184,464 184,464 184,464 165,564 5,191,578

維持費収入 66,769 60,350 74,796 86,295 98,986 98,986 98,986 98,986 98,986 87,181 2,850,041

計(a) 114,428 127,275 207,658 253,263 283,450 283,450 283,450 283,450 283,450 252,745 8,041,619

借入元金償
還

2,446 29,813 70,470 87,543 116,986 134,150 86,857 32,724 8,839 0 2,904,093

借入利息償
還

1,170 22,923 36,928 44,113 23,402 2,996 1,271 385 67 0 606,750

業務委託費 29,048 26,793 33,613 37,165 43,354 43,354 43,354 43,354 43,354 42,512 1,252,981

光熱水料 26,817 24,616 30,783 34,266 39,851 39,851 39,851 39,851 39,851 38,372 1,151,129

修繕費 9,463 8,626 10,737 12,070 13,977 13,977 13,977 13,977 13,977 13,098 403,419

その他 9,913 8,392 9,904 12,409 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 8,971 392,439

計(a) 78,857 121,163 192,435 227,566 251,284 248,042 199,024 144,005 119,802 102,953 6,710,811

35,571 6,112 15,223 25,697 32,166 35,408 84,426 139,445 163,648 149,792 1,330,808

支
出

収支

収
入



１２. スケジュール

１５

年度 ⽉ ⽇ 事 項 備 考
7⽉11⽇（⽕） 企画経営戦略会議

7⽉25⽇(⽕） ⽂部科学省へ事前相談

7⽉2６⽇(水）
7⽉27⽇（木）
7⽉28⽇（⾦）

寮生への説明会

（7/31 8/4 前期試験期間）
（8/11 9/30 夏期休業期間）

12⽉15⽇(⾦） 経営協議会 審 議
12⽉26⽇(⽕） 教育研究評議会 報 告
1⽉9⽇(⽕） 環境・施設マネジメント委員会 審 議
1⽉10⽇(水） 役 員 会 審 議

1⽉ 2⽉ ⽂部科学省に⻑期借⼊⾦に係る申請

4⽉ ⽂部科学⼤⾂の認可 通知⽂書の受理

5⽉以降 設計・着⼯

平
成
2
9
年
度

平
成
３
０
年
度



【議題５－２】　千原学生寮改修及び新営に係る
長期借入金の認可申請（案）について

議題５－２

















【報告１】平成２８年度に係る業務の実績に関する評価結果について 報告1
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【報告２】 国立大学法人琉球大学における予算貸付について 報告２
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【報告３】上原キャンパスの移転について 報告３



-3-



No. 機関名 締結年月日 内容

1 マダン・モハン・マラビヤ工科大学（インド） 平成29年10月16日
　マダン・モハン・マラビヤ工科大学との、学術、教育、文化の発展のための学
生交流、教職員交流、共同研究等交流促進に関する部局間交流協定の締結
（工学部）。

2 培材
　ペジェ

大学校ハワード大学（韓国） 平成29年11月3日
　培材大学校ハワード大学（グローバル人文学部）との、学術、教育、文化の発
展のための学生交流、教職員交流、共同研究等交流促進に関する部局間交流
協定の締結（教育学部）。

3 糸満市 平成29年12月11日
　糸満市と本学が包括的な連携の下、両者が有する資源や機能などの効果的
な活用を図りながら、幅広い分野で相互に協力し、市域の発展と人材育成及び
学術研究の振興に寄与することを目的とした包括連携協定の締結。

連携協定等について連携協定等について連携協定等について連携協定等について

【報告４】連携協定等について 報告４



 

    
    

平成２９年度第３回琉球大学経営協議会懇談事項平成２９年度第３回琉球大学経営協議会懇談事項平成２９年度第３回琉球大学経営協議会懇談事項平成２９年度第３回琉球大学経営協議会懇談事項    
 

                                                

 平成２９年１２月１５日（金） 

 

 

○懇談事項 
  琉球大学の今後のあり方について ～ガバナンスのあり方について～ 

（第 2回経営協議会の懇談事項における意見等を踏まえて、引き続き、懇談を行う。） 
  １．第２回経営協議会懇談事項の概要 

２．第２回経営協議会意見概要（ガバナンスに関する委員からの主な意見） 
  ３．学長の基本方針（琉大創生プラン・琉大共創プラン） 
   ４．ガバナンス改革に伴う国立大学法人法等の改正に対応した学内規則等の整備 
   ５．ガバナンス強化に関する取組 
  ６．課題等 
    ７．懇談 
 

                                                 

 

<配付資料> 

 

（懇談資料 1）   第２回経営協議会懇談事項の概要 

  

（懇談資料 2）  第２回経営協議会意見概要（ガバナンスに関する委員からの主な意見） 

 

(懇談資料 3-①） 学長の基本方針（琉大創生プラン） 

 

（懇談資料 3-②） 学長の基本方針（琉大共創プラン） 

 

（懇談資料 4）   ガバナンス改革に伴う国立大学法人法等の改正に対応した学内規則 

等の整備 

   

（懇談資料 5）  ガバナンス強化に関する取組 

 

（懇談資料 6）    課題等 

 

 



１．第２回経営協議会懇談事項の概要１．第２回経営協議会懇談事項の概要１．第２回経営協議会懇談事項の概要１．第２回経営協議会懇談事項の概要

「 」「 」「 」「 」琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等について～琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等について～琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等について～琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等について～

学長から 「琉球大学の今後のあり方について ～教育・人材育成等～」について、前、

回の本協議会における懇談事項での意見を踏まえつつ，資料に基づき概要や本学におけ

る取組等の説明を行った。

引き続き，各担当理事及び関係学部長から前回の本協議会における意見に対して資料

に基づき説明を行った後，意見交換を行った。

<配付資料>

（懇談資料 ）第１回経営協議会懇談事項の概要1

（懇談資料 ）第１回経営協議会懇談事項における主な意見概要2

(懇談資料 ）第１回経営協議会懇談事項における主な意見に対する本学の取り組み3

（懇談資料 ①）インターンシップ関係資料3-

（懇談資料 ②）法文学部改組関係資料3-

（懇談資料 ③）起業に関連する授業科目一覧3-

（懇談資料 ④）次世代アントレプレナー人材育成推進事業等について3-

（懇談資料 ⑤）専門職大学制度に関する資料3-

（懇談資料 ⑥）工学部改組関係資料3-

（懇談資料 ⑦）留学生受入の推移（アジア地域・平成２６～２８年度）3-

（懇談資料 ） 本件に関連した前回以降の本学の新たな取り組み4

「琉球大学地域貢献プロジェクト」～地域貢献事業循環型モデル～

懇談資料１



． （ ）． （ ）． （ ）． （ ）２ 第２回経営協議会意見概要 ガバナンスに関する委員からの主な意見２ 第２回経営協議会意見概要 ガバナンスに関する委員からの主な意見２ 第２回経営協議会意見概要 ガバナンスに関する委員からの主な意見２ 第２回経営協議会意見概要 ガバナンスに関する委員からの主な意見

(１) ガバナンスという点については、この特に第９期の将来構想部会の中でもう既に

議論が始まっています。要は、２０４０年を見ますと、現在の１８歳人口が３分の

２以下になって、それに対して大学の数というのは全国で７８０ある、私立大学の

４割が定員割れであるという状態の中で、本当に高等教育というのはこれでよいの

かというところからスタートしているわけです。それに対して、学長なり理事長な

り、トップがどのような経営をし、どのような形で大学をリードするのかというの

は非常に重要な問題であるというのがもう第一前提です 【益戸委員】。

(２) 自分がどういう経営をしたいか、ないしは、どんな経営状態の中で、自分はやっ

ていかなければいけないのか、もちろん任期も決まっているわけですから。という

ことが求められているわけですけれども、それにちゃんと見合うルールになってい

、 。るのかどうかというのが このガバナンス改革のうえでは非常に重要だと思います

【益戸委員】

(３) 大学も含めて公務員は、自分たちが潰れるという危機感がないです。だから、変

革に対して対応が遅れるんだろうというふうに考えますと、ここで大事なのがやっ

。 、ぱりガバナンスです 経営者としてこの危機をどう捉えてどう変えていくかという

変わらなければいけないという強い想い、これがこの時代に求められる経営のあり

方だと思います。そういう意味で、大城学長は一生懸命頑張って変えていこうとし

ています。その想いというものを皆様はどう受けて、そして、スタッフを含めて生

き残りをかけて知恵を出し合って変えていくか、そういうふうに必死になるという

ことが、オランダを見て、また、シンガポールを見て、これから我々も含めて主に

なって変えていかなければならないというふうに思います 【金城委員】。

懇談資料２



1 

琉大創生プラン（骨子）～琉大の力と個性の発揮!!～ 琉大創生プラン（骨子）～琉大の力と個性の発揮!!～ 琉大創生プラン（骨子）～琉大の力と個性の発揮!!～ 琉大創生プラン（骨子）～琉大の力と個性の発揮!!～ 
2013 年 4月 18 日 2013 年 4月 18 日 2013 年 4月 18 日 2013 年 4月 18 日 

    

運 営 方 針 運 営 方 針 運 営 方 針 運 営 方 針 
    
大学運営の基本 大学運営の基本 大学運営の基本 大学運営の基本 

    
    リーダーシップを発揮した大学運営 リーダーシップを発揮した大学運営 リーダーシップを発揮した大学運営 リーダーシップを発揮した大学運営 
    
    大学構成員との対話の重視 大学構成員との対話の重視 大学構成員との対話の重視 大学構成員との対話の重視 
    
    次代を担う若手教職員の参画及び男女共同参画 次代を担う若手教職員の参画及び男女共同参画 次代を担う若手教職員の参画及び男女共同参画 次代を担う若手教職員の参画及び男女共同参画 
    
    学内外の力・エネルギーの結集による清新な大学の創生 学内外の力・エネルギーの結集による清新な大学の創生 学内外の力・エネルギーの結集による清新な大学の創生 学内外の力・エネルギーの結集による清新な大学の創生 
 

ビジョン実現の原動力 ビジョン実現の原動力 ビジョン実現の原動力 ビジョン実現の原動力 
    
    第三期中期目標・中期計画のベースとなる「琉大創生プラン」の提示と「琉球大学の力」を原動力とし第三期中期目標・中期計画のベースとなる「琉大創生プラン」の提示と「琉球大学の力」を原動力とし第三期中期目標・中期計画のベースとなる「琉大創生プラン」の提示と「琉球大学の力」を原動力とし第三期中期目標・中期計画のベースとなる「琉大創生プラン」の提示と「琉球大学の力」を原動力とし
た第二期中期目標・中期計画の着実な実施 た第二期中期目標・中期計画の着実な実施 た第二期中期目標・中期計画の着実な実施 た第二期中期目標・中期計画の着実な実施 
    
    「琉球大学の力」としての「教育力」、「研究力」、「学生力」、「地域力」、「国際力」、「組織力」、「自律力」「琉球大学の力」としての「教育力」、「研究力」、「学生力」、「地域力」、「国際力」、「組織力」、「自律力」「琉球大学の力」としての「教育力」、「研究力」、「学生力」、「地域力」、「国際力」、「組織力」、「自律力」「琉球大学の力」としての「教育力」、「研究力」、「学生力」、「地域力」、「国際力」、「組織力」、「自律力」
を創造・発揮し、職場環境整備プラン、教育支援プラン、研究支援プラン、地域連携プラン、国際連携を創造・発揮し、職場環境整備プラン、教育支援プラン、研究支援プラン、地域連携プラン、国際連携を創造・発揮し、職場環境整備プラン、教育支援プラン、研究支援プラン、地域連携プラン、国際連携を創造・発揮し、職場環境整備プラン、教育支援プラン、研究支援プラン、地域連携プラン、国際連携
プラン及び管理運営プランを内容とする「琉大創生プラン」で明示したビジョンの実現 プラン及び管理運営プランを内容とする「琉大創生プラン」で明示したビジョンの実現 プラン及び管理運営プランを内容とする「琉大創生プラン」で明示したビジョンの実現 プラン及び管理運営プランを内容とする「琉大創生プラン」で明示したビジョンの実現 
    
    

主 要 施 策 主 要 施 策 主 要 施 策 主 要 施 策 
    
職場環境整備プラン＝「自律力」の発揮 職場環境整備プラン＝「自律力」の発揮 職場環境整備プラン＝「自律力」の発揮 職場環境整備プラン＝「自律力」の発揮 

    
    高い職業倫理及び研究者倫理を持つ環境の整備 高い職業倫理及び研究者倫理を持つ環境の整備 高い職業倫理及び研究者倫理を持つ環境の整備 高い職業倫理及び研究者倫理を持つ環境の整備 
    
    研究不正、ハラスメント等に対する厳正な対処 研究不正、ハラスメント等に対する厳正な対処 研究不正、ハラスメント等に対する厳正な対処 研究不正、ハラスメント等に対する厳正な対処 
    
    社会的責任を果たし、地域社会から信頼される大学運営 社会的責任を果たし、地域社会から信頼される大学運営 社会的責任を果たし、地域社会から信頼される大学運営 社会的責任を果たし、地域社会から信頼される大学運営 
 

教育支援プラン＝「教育力」と「学生力」の向上 教育支援プラン＝「教育力」と「学生力」の向上 教育支援プラン＝「教育力」と「学生力」の向上 教育支援プラン＝「教育力」と「学生力」の向上 
    
    URGCC の推進、学生の主体的な学びを確立する全学的な教学マネジメントの展開 URGCC の推進、学生の主体的な学びを確立する全学的な教学マネジメントの展開 URGCC の推進、学生の主体的な学びを確立する全学的な教学マネジメントの展開 URGCC の推進、学生の主体的な学びを確立する全学的な教学マネジメントの展開 
    
    国際通用性をもつ大学院課程の教育力と研究力の涵養 国際通用性をもつ大学院課程の教育力と研究力の涵養 国際通用性をもつ大学院課程の教育力と研究力の涵養 国際通用性をもつ大学院課程の教育力と研究力の涵養 
    
    授業料免除や就職、留学等の学生支援の強化と全学的な修学支援システムの整備 授業料免除や就職、留学等の学生支援の強化と全学的な修学支援システムの整備 授業料免除や就職、留学等の学生支援の強化と全学的な修学支援システムの整備 授業料免除や就職、留学等の学生支援の強化と全学的な修学支援システムの整備 
 

研究支援プラン＝国際水準の「研究力」の強化 研究支援プラン＝国際水準の「研究力」の強化 研究支援プラン＝国際水準の「研究力」の強化 研究支援プラン＝国際水準の「研究力」の強化 
    
    普遍的な基礎研究、本学の特色となる研究、国際共同研究、全学横断型融合研究の推進 普遍的な基礎研究、本学の特色となる研究、国際共同研究、全学横断型融合研究の推進 普遍的な基礎研究、本学の特色となる研究、国際共同研究、全学横断型融合研究の推進 普遍的な基礎研究、本学の特色となる研究、国際共同研究、全学横断型融合研究の推進 
    
    若手研究者、女性研究者及び外国人研究者の支援 若手研究者、女性研究者及び外国人研究者の支援 若手研究者、女性研究者及び外国人研究者の支援 若手研究者、女性研究者及び外国人研究者の支援 
    
    外部資金獲得のための積極的なトップセールス 外部資金獲得のための積極的なトップセールス 外部資金獲得のための積極的なトップセールス 外部資金獲得のための積極的なトップセールス 
    
    本学の研究成果を凝集した琉大ブランドの開発推進 本学の研究成果を凝集した琉大ブランドの開発推進 本学の研究成果を凝集した琉大ブランドの開発推進 本学の研究成果を凝集した琉大ブランドの開発推進 
 

地域連携プラン＝「地域力」の発揮 地域連携プラン＝「地域力」の発揮 地域連携プラン＝「地域力」の発揮 地域連携プラン＝「地域力」の発揮 
    
    沖縄振興や地域の学力向上、産学官連携による産業振興、地域完結医療体制の構築等の地域課題解決の沖縄振興や地域の学力向上、産学官連携による産業振興、地域完結医療体制の構築等の地域課題解決の沖縄振興や地域の学力向上、産学官連携による産業振興、地域完結医療体制の構築等の地域課題解決の沖縄振興や地域の学力向上、産学官連携による産業振興、地域完結医療体制の構築等の地域課題解決の
ため県内各界との連携・協力体制の強化 ため県内各界との連携・協力体制の強化 ため県内各界との連携・協力体制の強化 ため県内各界との連携・協力体制の強化 
    
    知の社会還元を基軸とした地域連携・社会貢献の推進 知の社会還元を基軸とした地域連携・社会貢献の推進 知の社会還元を基軸とした地域連携・社会貢献の推進 知の社会還元を基軸とした地域連携・社会貢献の推進 
    
    琉大サテライト・キャンパスの県内外拠点地域への設置 琉大サテライト・キャンパスの県内外拠点地域への設置 琉大サテライト・キャンパスの県内外拠点地域への設置 琉大サテライト・キャンパスの県内外拠点地域への設置 
 

国際連携プラン＝「国際力」の強化 国際連携プラン＝「国際力」の強化 国際連携プラン＝「国際力」の強化 国際連携プラン＝「国際力」の強化 
    
    本学のグローバル・ネットワークを活用した大学づくりの推進 本学のグローバル・ネットワークを活用した大学づくりの推進 本学のグローバル・ネットワークを活用した大学づくりの推進 本学のグローバル・ネットワークを活用した大学づくりの推進 
    
    環太平洋大学コンソーシアムの形成 環太平洋大学コンソーシアムの形成 環太平洋大学コンソーシアムの形成 環太平洋大学コンソーシアムの形成 
 

管理運営プラン＝「組織力」と「自律力」の発揮 管理運営プラン＝「組織力」と「自律力」の発揮 管理運営プラン＝「組織力」と「自律力」の発揮 管理運営プラン＝「組織力」と「自律力」の発揮 
    
    教員と一般職員の協調・連携による創造的で自立的発展のための大学運営 教員と一般職員の協調・連携による創造的で自立的発展のための大学運営 教員と一般職員の協調・連携による創造的で自立的発展のための大学運営 教員と一般職員の協調・連携による創造的で自立的発展のための大学運営 
    
    効率的で魅力ある教育研究組織の計画的な再編・拡充 効率的で魅力ある教育研究組織の計画的な再編・拡充 効率的で魅力ある教育研究組織の計画的な再編・拡充 効率的で魅力ある教育研究組織の計画的な再編・拡充 
    
    教育、研究、地域連携、国際連携を推進する全学的な支援機構の設置 教育、研究、地域連携、国際連携を推進する全学的な支援機構の設置 教育、研究、地域連携、国際連携を推進する全学的な支援機構の設置 教育、研究、地域連携、国際連携を推進する全学的な支援機構の設置 
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    企画・経営戦略機能強化のための経営戦略部門の設置 企画・経営戦略機能強化のための経営戦略部門の設置 企画・経営戦略機能強化のための経営戦略部門の設置 企画・経営戦略機能強化のための経営戦略部門の設置 
    
    一般職員の職場環境の改善と充実した研修の実施 一般職員の職場環境の改善と充実した研修の実施 一般職員の職場環境の改善と充実した研修の実施 一般職員の職場環境の改善と充実した研修の実施 
    
    学内資源（人材、財源、施設・設備、空間）の有機的な活用と効率的な大学マネジメント 学内資源（人材、財源、施設・設備、空間）の有機的な活用と効率的な大学マネジメント 学内資源（人材、財源、施設・設備、空間）の有機的な活用と効率的な大学マネジメント 学内資源（人材、財源、施設・設備、空間）の有機的な活用と効率的な大学マネジメント 
    
    中期計画達成経費やアメニティ改善経費の確保及び効果的配分 中期計画達成経費やアメニティ改善経費の確保及び効果的配分 中期計画達成経費やアメニティ改善経費の確保及び効果的配分 中期計画達成経費やアメニティ改善経費の確保及び効果的配分 
    
    環境エコマネジメントを推進し、省エネの太陽光発電や LED 使用等による経費節減や効率化の着実な推環境エコマネジメントを推進し、省エネの太陽光発電や LED 使用等による経費節減や効率化の着実な推環境エコマネジメントを推進し、省エネの太陽光発電や LED 使用等による経費節減や効率化の着実な推環境エコマネジメントを推進し、省エネの太陽光発電や LED 使用等による経費節減や効率化の着実な推
進 進 進 進 
    
    国内唯一の亜熱帯・熱帯の特性を生かした研究の推進、高額測定機器の共有化等による研究支援 国内唯一の亜熱帯・熱帯の特性を生かした研究の推進、高額測定機器の共有化等による研究支援 国内唯一の亜熱帯・熱帯の特性を生かした研究の推進、高額測定機器の共有化等による研究支援 国内唯一の亜熱帯・熱帯の特性を生かした研究の推進、高額測定機器の共有化等による研究支援 
    
    遠隔医療・授業の推進、防災システムの確立及びデータバックアップセンターの誘致 遠隔医療・授業の推進、防災システムの確立及びデータバックアップセンターの誘致 遠隔医療・授業の推進、防災システムの確立及びデータバックアップセンターの誘致 遠隔医療・授業の推進、防災システムの確立及びデータバックアップセンターの誘致 
    
    国際会議の誘致及び各種学会の開催支援システムの構築 国際会議の誘致及び各種学会の開催支援システムの構築 国際会議の誘致及び各種学会の開催支援システムの構築 国際会議の誘致及び各種学会の開催支援システムの構築 
    
    教育研究機能を高める施設整備の推進 教育研究機能を高める施設整備の推進 教育研究機能を高める施設整備の推進 教育研究機能を高める施設整備の推進 
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運 営 方 針 運 営 方 針 運 営 方 針 運 営 方 針 
    
1.大学運営の基本 1.大学運営の基本 1.大学運営の基本 1.大学運営の基本 

    
①将来に向けて安定した財政基盤の構築 ①将来に向けて安定した財政基盤の構築 ①将来に向けて安定した財政基盤の構築 ①将来に向けて安定した財政基盤の構築 
    
②学内外のエネルギーの結集によって、教育・研究・地域連携・国際連携を活性化し、多様なイノベー②学内外のエネルギーの結集によって、教育・研究・地域連携・国際連携を活性化し、多様なイノベー②学内外のエネルギーの結集によって、教育・研究・地域連携・国際連携を活性化し、多様なイノベー②学内外のエネルギーの結集によって、教育・研究・地域連携・国際連携を活性化し、多様なイノベー
ションを創出し続ける大学づくり ションを創出し続ける大学づくり ションを創出し続ける大学づくり ションを創出し続ける大学づくり 
    
③ハラスメントや不正リスクを根絶する職場環境の改善と、努力した人や果敢にチャレンジし貢献した③ハラスメントや不正リスクを根絶する職場環境の改善と、努力した人や果敢にチャレンジし貢献した③ハラスメントや不正リスクを根絶する職場環境の改善と、努力した人や果敢にチャレンジし貢献した③ハラスメントや不正リスクを根絶する職場環境の改善と、努力した人や果敢にチャレンジし貢献した
人が報われる土壌づくり 人が報われる土壌づくり 人が報われる土壌づくり 人が報われる土壌づくり 
    
④内部統制を要として、強み・特色を生かしつつ持続的に自らを改善・発展させる大学マネジメント体④内部統制を要として、強み・特色を生かしつつ持続的に自らを改善・発展させる大学マネジメント体④内部統制を要として、強み・特色を生かしつつ持続的に自らを改善・発展させる大学マネジメント体④内部統制を要として、強み・特色を生かしつつ持続的に自らを改善・発展させる大学マネジメント体
制の確立 制の確立 制の確立 制の確立 
 

2.長期ビジョン実現へ向けた方針＝未来のデマンドの視点 2.長期ビジョン実現へ向けた方針＝未来のデマンドの視点 2.長期ビジョン実現へ向けた方針＝未来のデマンドの視点 2.長期ビジョン実現へ向けた方針＝未来のデマンドの視点 
    
①第 3 期中期目標・中期計画の着実な達成を果たす戦略のコアとして、「琉大創生プラン」の発展形であ①第 3 期中期目標・中期計画の着実な達成を果たす戦略のコアとして、「琉大創生プラン」の発展形であ①第 3 期中期目標・中期計画の着実な達成を果たす戦略のコアとして、「琉大創生プラン」の発展形であ①第 3 期中期目標・中期計画の着実な達成を果たす戦略のコアとして、「琉大創生プラン」の発展形であ
る「琉大共創プラン」の提示 る「琉大共創プラン」の提示 る「琉大共創プラン」の提示 る「琉大共創プラン」の提示 
    
②経営的視点からの戦略的な資源配分に基づいて、持続的な競争力と高い付加価値を創出するための組②経営的視点からの戦略的な資源配分に基づいて、持続的な競争力と高い付加価値を創出するための組②経営的視点からの戦略的な資源配分に基づいて、持続的な競争力と高い付加価値を創出するための組②経営的視点からの戦略的な資源配分に基づいて、持続的な競争力と高い付加価値を創出するための組
織づくり及び業務・財務・施設等経営基盤の強化 織づくり及び業務・財務・施設等経営基盤の強化 織づくり及び業務・財務・施設等経営基盤の強化 織づくり及び業務・財務・施設等経営基盤の強化 
    
③外部資金の有効活用によるアメニティ環境の整備 ③外部資金の有効活用によるアメニティ環境の整備 ③外部資金の有効活用によるアメニティ環境の整備 ③外部資金の有効活用によるアメニティ環境の整備 
 
 

主 要 施 策 主 要 施 策 主 要 施 策 主 要 施 策 
    
1.経営基盤：確かなコスト意識と戦略的な資源配分による改革推進 1.経営基盤：確かなコスト意識と戦略的な資源配分による改革推進 1.経営基盤：確かなコスト意識と戦略的な資源配分による改革推進 1.経営基盤：確かなコスト意識と戦略的な資源配分による改革推進 

    
①第 3 期中期目標・中期計画を推進するための戦略の着実な推進による大学改革の加速化 ①第 3 期中期目標・中期計画を推進するための戦略の着実な推進による大学改革の加速化 ①第 3 期中期目標・中期計画を推進するための戦略の着実な推進による大学改革の加速化 ①第 3 期中期目標・中期計画を推進するための戦略の着実な推進による大学改革の加速化 
    
②教育研究組織の特色ある改編・拡充と学内資源（人材、財源、施設・設備、空間）の有機的活用 ②教育研究組織の特色ある改編・拡充と学内資源（人材、財源、施設・設備、空間）の有機的活用 ②教育研究組織の特色ある改編・拡充と学内資源（人材、財源、施設・設備、空間）の有機的活用 ②教育研究組織の特色ある改編・拡充と学内資源（人材、財源、施設・設備、空間）の有機的活用 
    
③教職共創と IR 機能の活用による持続可能な大学経営への転換 ③教職共創と IR 機能の活用による持続可能な大学経営への転換 ③教職共創と IR 機能の活用による持続可能な大学経営への転換 ③教職共創と IR 機能の活用による持続可能な大学経営への転換 
    
④大学評価 IR マネジメントセンター（仮称）の設置と戦略的活用 ④大学評価 IR マネジメントセンター（仮称）の設置と戦略的活用 ④大学評価 IR マネジメントセンター（仮称）の設置と戦略的活用 ④大学評価 IR マネジメントセンター（仮称）の設置と戦略的活用 
    
⑤医学部附属病院収入や寄附金、科研費補助金等の外部資金の継続的支援による増収策の展開及び経費⑤医学部附属病院収入や寄附金、科研費補助金等の外部資金の継続的支援による増収策の展開及び経費⑤医学部附属病院収入や寄附金、科研費補助金等の外部資金の継続的支援による増収策の展開及び経費⑤医学部附属病院収入や寄附金、科研費補助金等の外部資金の継続的支援による増収策の展開及び経費
節減・効率化の推進による経営基盤の強化 節減・効率化の推進による経営基盤の強化 節減・効率化の推進による経営基盤の強化 節減・効率化の推進による経営基盤の強化 
    
⑥琉大ブランド商品の開発と琉大基金の積み上げ ⑥琉大ブランド商品の開発と琉大基金の積み上げ ⑥琉大ブランド商品の開発と琉大基金の積み上げ ⑥琉大ブランド商品の開発と琉大基金の積み上げ 
    
⑦民間活力を活用して教育研究機能を活性するアメニティの改善 ⑦民間活力を活用して教育研究機能を活性するアメニティの改善 ⑦民間活力を活用して教育研究機能を活性するアメニティの改善 ⑦民間活力を活用して教育研究機能を活性するアメニティの改善 
    
⑧海外サテライトオフィスと連携した職員研修の実施 ⑧海外サテライトオフィスと連携した職員研修の実施 ⑧海外サテライトオフィスと連携した職員研修の実施 ⑧海外サテライトオフィスと連携した職員研修の実施 
    
⑨外部人材の有効活用システムの確立 ⑨外部人材の有効活用システムの確立 ⑨外部人材の有効活用システムの確立 ⑨外部人材の有効活用システムの確立 
    
⑩適切な人事給与システムの導入 ⑩適切な人事給与システムの導入 ⑩適切な人事給与システムの導入 ⑩適切な人事給与システムの導入 
    
⑪子どもの貧困対策としてのモデル事業の実施 ⑪子どもの貧困対策としてのモデル事業の実施 ⑪子どもの貧困対策としてのモデル事業の実施 ⑪子どもの貧困対策としてのモデル事業の実施 
    

2.教育改革：明確なコンピテンスをもった人材の輩出 2.教育改革：明確なコンピテンスをもった人材の輩出 2.教育改革：明確なコンピテンスをもった人材の輩出 2.教育改革：明確なコンピテンスをもった人材の輩出 
    
①URGCC の充実を保証する教学マネジメントの確立と入学者選抜改革 ①URGCC の充実を保証する教学マネジメントの確立と入学者選抜改革 ①URGCC の充実を保証する教学マネジメントの確立と入学者選抜改革 ①URGCC の充実を保証する教学マネジメントの確立と入学者選抜改革 
    
②未来のデマンドに応える大学院教育の改革に向けた大学院の改組 ②未来のデマンドに応える大学院教育の改革に向けた大学院の改組 ②未来のデマンドに応える大学院教育の改革に向けた大学院の改組 ②未来のデマンドに応える大学院教育の改革に向けた大学院の改組 
    
③全学的な修学支援システムの整備による学生支援の強化 ③全学的な修学支援システムの整備による学生支援の強化 ③全学的な修学支援システムの整備による学生支援の強化 ③全学的な修学支援システムの整備による学生支援の強化 
    
④グローバル教育支援機構を中心とした教育改革の円滑な推進 ④グローバル教育支援機構を中心とした教育改革の円滑な推進 ④グローバル教育支援機構を中心とした教育改革の円滑な推進 ④グローバル教育支援機構を中心とした教育改革の円滑な推進 
    

3.研究推進：基礎研究と応用研究の活性化 3.研究推進：基礎研究と応用研究の活性化 3.研究推進：基礎研究と応用研究の活性化 3.研究推進：基礎研究と応用研究の活性化 
    
①基礎研究をもとに、本学の特色となる研究、国際共同研究、分野横断型融合研究や学際的研究の推①基礎研究をもとに、本学の特色となる研究、国際共同研究、分野横断型融合研究や学際的研究の推①基礎研究をもとに、本学の特色となる研究、国際共同研究、分野横断型融合研究や学際的研究の推①基礎研究をもとに、本学の特色となる研究、国際共同研究、分野横断型融合研究や学際的研究の推
進、地域課題解決を支える学術基盤の形成（アクティブシンクタンク機能を発揮するための資源蓄積） 進、地域課題解決を支える学術基盤の形成（アクティブシンクタンク機能を発揮するための資源蓄積） 進、地域課題解決を支える学術基盤の形成（アクティブシンクタンク機能を発揮するための資源蓄積） 進、地域課題解決を支える学術基盤の形成（アクティブシンクタンク機能を発揮するための資源蓄積） 
    
②若手研究者、女性研究者及び外国人研究者の支援 ②若手研究者、女性研究者及び外国人研究者の支援 ②若手研究者、女性研究者及び外国人研究者の支援 ②若手研究者、女性研究者及び外国人研究者の支援 
    
③外部研究資金獲得のための支援 ③外部研究資金獲得のための支援 ③外部研究資金獲得のための支援 ③外部研究資金獲得のための支援 
    
④人文社会科学系の全国共同利用・共同研究拠点設置の申請 ④人文社会科学系の全国共同利用・共同研究拠点設置の申請 ④人文社会科学系の全国共同利用・共同研究拠点設置の申請 ④人文社会科学系の全国共同利用・共同研究拠点設置の申請 
    
⑤研究推進機構を中心とした効果的な研究推進 ⑤研究推進機構を中心とした効果的な研究推進 ⑤研究推進機構を中心とした効果的な研究推進 ⑤研究推進機構を中心とした効果的な研究推進 
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4.地域貢献：アクティブシンクタンク機能の発揮 4.地域貢献：アクティブシンクタンク機能の発揮 4.地域貢献：アクティブシンクタンク機能の発揮 4.地域貢献：アクティブシンクタンク機能の発揮 
    
①沖縄振興、産学官連携による産業振興、地域完結型医療体制の構築等の地域課題解決のための産学共①沖縄振興、産学官連携による産業振興、地域完結型医療体制の構築等の地域課題解決のための産学共①沖縄振興、産学官連携による産業振興、地域完結型医療体制の構築等の地域課題解決のための産学共①沖縄振興、産学官連携による産業振興、地域完結型医療体制の構築等の地域課題解決のための産学共
創体制の継続的強化 創体制の継続的強化 創体制の継続的強化 創体制の継続的強化 
    
②地域課題解決を支える学術基盤に蓄積された知を社会還元していく活動を基軸とした地域連携・社会②地域課題解決を支える学術基盤に蓄積された知を社会還元していく活動を基軸とした地域連携・社会②地域課題解決を支える学術基盤に蓄積された知を社会還元していく活動を基軸とした地域連携・社会②地域課題解決を支える学術基盤に蓄積された知を社会還元していく活動を基軸とした地域連携・社会
貢献の推進 貢献の推進 貢献の推進 貢献の推進 
    
③県内外拠点地域における琉大サテライトキャンパスの有効活用 ③県内外拠点地域における琉大サテライトキャンパスの有効活用 ③県内外拠点地域における琉大サテライトキャンパスの有効活用 ③県内外拠点地域における琉大サテライトキャンパスの有効活用 
    
④研究成果を凝集した琉大ブランドの開発推進 ④研究成果を凝集した琉大ブランドの開発推進 ④研究成果を凝集した琉大ブランドの開発推進 ④研究成果を凝集した琉大ブランドの開発推進 
    
⑤安心・安全な地域防災拠点として自治体との連携協定の締結 ⑤安心・安全な地域防災拠点として自治体との連携協定の締結 ⑤安心・安全な地域防災拠点として自治体との連携協定の締結 ⑤安心・安全な地域防災拠点として自治体との連携協定の締結 
    
⑥地域連携推進機構を中心とする有機的な地域貢献機能の発揮 ⑥地域連携推進機構を中心とする有機的な地域貢献機能の発揮 ⑥地域連携推進機構を中心とする有機的な地域貢献機能の発揮 ⑥地域連携推進機構を中心とする有機的な地域貢献機能の発揮 
    

5.国際連携：国際的ネットワークの構築 5.国際連携：国際的ネットワークの構築 5.国際連携：国際的ネットワークの構築 5.国際連携：国際的ネットワークの構築 
    
①国際戦略本部の設置による教育、研究、地域連携のグローバル展開 ①国際戦略本部の設置による教育、研究、地域連携のグローバル展開 ①国際戦略本部の設置による教育、研究、地域連携のグローバル展開 ①国際戦略本部の設置による教育、研究、地域連携のグローバル展開 
    
②グローバル・ネットワークの構築とそれを活用した大学づくりの推進 ②グローバル・ネットワークの構築とそれを活用した大学づくりの推進 ②グローバル・ネットワークの構築とそれを活用した大学づくりの推進 ②グローバル・ネットワークの構築とそれを活用した大学づくりの推進 
    
③国際医療拠点形成に向けたアジアの医学系ネットワークの構築 ③国際医療拠点形成に向けたアジアの医学系ネットワークの構築 ③国際医療拠点形成に向けたアジアの医学系ネットワークの構築 ③国際医療拠点形成に向けたアジアの医学系ネットワークの構築 
    
④世界島嶼地域大学コンソーシアム及び環太平洋大学コンソーシアムの形成と有効活用 ④世界島嶼地域大学コンソーシアム及び環太平洋大学コンソーシアムの形成と有効活用 ④世界島嶼地域大学コンソーシアム及び環太平洋大学コンソーシアムの形成と有効活用 ④世界島嶼地域大学コンソーシアム及び環太平洋大学コンソーシアムの形成と有効活用 
    
⑤沖縄県系人ネットワークを活用した国際連携力の強化 ⑤沖縄県系人ネットワークを活用した国際連携力の強化 ⑤沖縄県系人ネットワークを活用した国際連携力の強化 ⑤沖縄県系人ネットワークを活用した国際連携力の強化 
    

6.国際医療拠点形成：国際性豊かな医療拠点の形成 6.国際医療拠点形成：国際性豊かな医療拠点の形成 6.国際医療拠点形成：国際性豊かな医療拠点の形成 6.国際医療拠点形成：国際性豊かな医療拠点の形成 
    
①国家プロジェクトとして作業工程の着実な推進 ①国家プロジェクトとして作業工程の着実な推進 ①国家プロジェクトとして作業工程の着実な推進 ①国家プロジェクトとして作業工程の着実な推進 
    
②国際水準の医学教育システムの確立と国際医療人材の育成 ②国際水準の医学教育システムの確立と国際医療人材の育成 ②国際水準の医学教育システムの確立と国際医療人材の育成 ②国際水準の医学教育システムの確立と国際医療人材の育成 
    
③先端医学研究拠点の形成と医療関連産業の創出・集積 ③先端医学研究拠点の形成と医療関連産業の創出・集積 ③先端医学研究拠点の形成と医療関連産業の創出・集積 ③先端医学研究拠点の形成と医療関連産業の創出・集積 
    
④高度先進医療による地域医療水準の向上と健康長寿沖縄の再興 ④高度先進医療による地域医療水準の向上と健康長寿沖縄の再興 ④高度先進医療による地域医療水準の向上と健康長寿沖縄の再興 ④高度先進医療による地域医療水準の向上と健康長寿沖縄の再興 
    

7.職場環境：働きやすい職場環境の整備 7.職場環境：働きやすい職場環境の整備 7.職場環境：働きやすい職場環境の整備 7.職場環境：働きやすい職場環境の整備 
    
①高い職業倫理及び研究者倫理を持つ職場環境の保持 ①高い職業倫理及び研究者倫理を持つ職場環境の保持 ①高い職業倫理及び研究者倫理を持つ職場環境の保持 ①高い職業倫理及び研究者倫理を持つ職場環境の保持 
    
②研究不正、ハラスメント等への適切な対処 ②研究不正、ハラスメント等への適切な対処 ②研究不正、ハラスメント等への適切な対処 ②研究不正、ハラスメント等への適切な対処 
    
③ダイバーシティのエネルギーを活用した教育研究活動の活性 ③ダイバーシティのエネルギーを活用した教育研究活動の活性 ③ダイバーシティのエネルギーを活用した教育研究活動の活性 ③ダイバーシティのエネルギーを活用した教育研究活動の活性 

 



４．ガバナンス改革に伴う国立大学法人法等の改正に対応した学内規則等４．ガバナンス改革に伴う国立大学法人法等の改正に対応した学内規則等４．ガバナンス改革に伴う国立大学法人法等の改正に対応した学内規則等４．ガバナンス改革に伴う国立大学法人法等の改正に対応した学内規則等

の整備の整備の整備の整備

改訂後 担当理事等改訂後 担当理事等改訂後 担当理事等改訂後 担当理事等

１．人事関係１．人事関係１．人事関係１．人事関係

理事（研究・(1)学部長の選考(1)学部長の選考(1)学部長の選考(1)学部長の選考

企画戦略）既存学部等既存学部等既存学部等既存学部等

①学部長等は、学長が選考し、任命する。

②学長は、学部長等の選考に当たり、当該学部教授会等に候補

者の推薦を求める。

③学部教授会等は、候補者の推薦を求められたときは、原則と

して複数人の候補者を当該学部の教授のうちから決定し、

推薦順位を付して速やかに学長に推薦しなければならない。

④学長は、推薦のあった候補者に適任者がいないと判断した

場合には、その理由を付して、当該学部教授会等に他の候補

者の推薦を再度求めることができる。

（ ）（ ）（ ）（ ）琉球大学部局長等選考規程 平成２７年４月１日施行琉球大学部局長等選考規程 平成２７年４月１日施行琉球大学部局長等選考規程 平成２７年４月１日施行琉球大学部局長等選考規程 平成２７年４月１日施行

新設学部（国際地域創造学部及び人文社会学部）の初代学部長の新設学部（国際地域創造学部及び人文社会学部）の初代学部長の新設学部（国際地域創造学部及び人文社会学部）の初代学部長の新設学部（国際地域創造学部及び人文社会学部）の初代学部長の

選考選考選考選考

①学長は，学部新設等特に必要があると認めるときは，部局長等

琉球大学部局長等選考規程琉球大学部局長等選考規程琉球大学部局長等選考規程琉球大学部局長等選考規程を指名することができる。

②初代学部長は、改組の理念を十分に理解し成果の実現にリーダ

ーシップをもって当たることが必要なため、学長が示す次の要

件を全て満たす者とし、学長が当該学部長候補者と面談の上、

指名する。

(イ) 学部の運営に携わった経験者であること

(ロ) 大学全体の運営に携わった経験者であること

(ハ) 今回の改組作業に直接携わった者であること

国際地域創造学部長及び人文社会学部長の選考について国際地域創造学部長及び人文社会学部長の選考について国際地域創造学部長及び人文社会学部長の選考について国際地域創造学部長及び人文社会学部長の選考について

（平成２９年１１月８日学長裁定）（平成２９年１１月８日学長裁定）（平成２９年１１月８日学長裁定）（平成２９年１１月８日学長裁定）

(2)教員人事学長諮問委員会(2)教員人事学長諮問委員会(2)教員人事学長諮問委員会(2)教員人事学長諮問委員会

①学長諮問機関として学長の下に教員人事学長諮問委員会

（以下「委員会」という ）を置く。。

②委員会は、学長の諮問に応じて次に掲げる教員人事に関する

事項について検討し、学長に答申を行う。

-1-

懇談資料４



・教員配置に関すること。

・教員の選考手続等に関すること。

・その他学長が必要と認める事項に関すること。

（ ）（ ）（ ）（ ）琉球大学教員人事学長諮問委員会規程 平成２７年４月１日施行琉球大学教員人事学長諮問委員会規程 平成２７年４月１日施行琉球大学教員人事学長諮問委員会規程 平成２７年４月１日施行琉球大学教員人事学長諮問委員会規程 平成２７年４月１日施行

(3)教員の選考(3)教員の選考(3)教員の選考(3)教員の選考

教員採用等人事の発議手続き教員採用等人事の発議手続き教員採用等人事の発議手続き教員採用等人事の発議手続き

①教員採用（昇任）の選考人事の申出 【学部等の長 ⇒ 学長】

【学長 ⇔ 教員人事学長諮問委員会】

②全学教員人事委員会での審議

③教員採用（昇任）の選考人事の開始決定【学長】

教員採用等選考手続き教員採用等選考手続き教員採用等選考手続き教員採用等選考手続き

①公募要項（案）の申請【学部等の長 ⇒ 学長】

【学長 ⇔ 教員人事学長諮問委員会】

②公募要項（案）の承認【学長 ⇒ 学部等の長】

③教員採用候補者の推薦【学部等の長 ⇒ 学長】１名を推薦

【 】 【 】④教員採用候補者の決定 学長 ⇔ 教員人事学長諮問委員会

候補者を決定するに足る選考過程又は手続等が適正に行われ

ていないと認定する場合は、当該学部等の長へその理由を付し

て差し戻すものとする。

（ ）（ ）（ ）（ ）国立大学法人琉球大学教員選考通則 平成２７年４月１日施行国立大学法人琉球大学教員選考通則 平成２７年４月１日施行国立大学法人琉球大学教員選考通則 平成２７年４月１日施行国立大学法人琉球大学教員選考通則 平成２７年４月１日施行

２．総務関係２．総務関係２．総務関係２．総務関係

理事（総務・(1)教授会等の審議事項(1)教授会等の審議事項(1)教授会等の審議事項(1)教授会等の審議事項

教授会等は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行 財務・施設）

うに当たり意見を述べる。

①学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること。

②学位の授与に関すること。

③前①、②に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な

事項で、授会等の意見を聴くことが必要なものとして学長

が定めるもの。

（ ）（ ）（ ）（ ）琉球大学教授会通則 平成２７年４月１日施行琉球大学教授会通則 平成２７年４月１日施行琉球大学教授会通則 平成２７年４月１日施行琉球大学教授会通則 平成２７年４月１日施行
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５．ガバナンス強化に関する取組５．ガバナンス強化に関する取組５．ガバナンス強化に関する取組５．ガバナンス強化に関する取組

取り組みの内容 担当理事等取り組みの内容 担当理事等取り組みの内容 担当理事等取り組みの内容 担当理事等

１．人事関係

① 学長のリーダーシップの下 「総合的教職員ポスト運用戦略」を 理事（研究・、

策定（平成２８年７月６日役員会決定）し、学部等の教員ポスト 企画戦略）

を一定割合（２％）留保し、その一部（１％）を人件費削減に充

てることとした。また、大学の機能強化を図ることを目的に、申

、 （ ） 。請に基づき審査を行い 留保した一部 １％ を再配分している

② ハラスメントの防止及び排除のため、ハラスメント防止対策委 理事（教育・

員会規程を改正し、ハラスメント相談支援センターと関係部局と 学生支援・

の連携によるハラスメント防止に関する広報･研修活動を強化する 法務）

ため、広報･研修専門委員会を設置（平成２９年２月 。）

理事（国際戦２．広報・国際関係

略・広報戦略① 学長の下に広報戦略本部を設置（平成２８年７月 。）

・ダイバーシ② 学長を本部長とした国際戦略本部を設置（平成２９年４月 。）

ティ推進）

３．評価等関係

① 既存の大学評価センターとＩＲ推進室を統合し 「大学評価ＩＲ 副学長（自己、

マネジメントセンター」を設置（平成２９年４月 。 点検・評価・）

② 学長主導の下、機能強化に向けた本法人の計画や戦略に係る ＩＲ）

「KPI（Key Performance Indicators:説明指標 」の策定に着手し）

た。

４．財務関係

① 第３期中期目標期間における重点的取組を着実に進めるため、 理事（総務・

中期計画達成プロジェクト経費等を組替え、本学の強み・特色を 財務・施設）

発揮し、学長のリーダーシップの下、本学のビジョンに基づいた

改革を迅速に実現するための基幹的な経費として「戦略的重点配

分経費 （約3億4,000万円）を新設し、配分を行った。」

② 学長のリーダーシップを活かすための戦略的予算「学長特別政

」（ ） 、 （ ）策経費 約1億7,000万円 にて 機能強化経費 プロジェクト分

による特色ある研究プロジェクト等への支援（2,400万円）及び女

性研究者の積極的な採用を支援するための女性研究者支援経費

（500万円）の配分を行った。
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６．課題等６．課題等６．課題等６．課題等

（１）教職員の意識改革

取り組みの具体例

①琉球大学教員選考通則等の制定に伴う全学への説明会（平成２６年度）

説明者：理事（研究・企画戦略）

②総合的教職員ポスト運用戦略の策定に伴う全学への説明会（平成２８年度）

説明者：理事（研究・企画戦略）

③講演会

・ 平成２７年度国立大学関係予算及び第３期に向けた動きについて」「

（ ）講師：文部科学省高等教育局国立大学法人支援課室長 平成２６年度

・ 大学改革について」「

講師：前京都大学総長（平成２６年度）

・ 地域に対して企業・大学に何ができるか （平成２８年度）「 」

講師：日本立地センター理事長

ダイキン工業株式会社取締役会長

④２１世紀フォーラム（平成２８年度）

・ 多元的ガバナンス ～ローカルからグローバルへ～」「

講師：ヨーロッパ政治研究所客員研究員 博士（法学）

⑤ＦＤ講演会

・大学教育におけるアクティブ・ラーニング ～その課題と展望～

講師：静岡大学名誉教授 （平成２８年度）

⑥ＳＤ研修

・ 大学におけるＳＤ研修による人材育成戦略 （平成２９年度）「 」

講師：学校法人立命館 常務理事（総務担当）

（２）国立大学法人琉球大学業務方法書第６条に「本学は、学長から役職員への意志

の伝達や、職員から役員への危機管理、内部統制に係る情報その他の必要な情

報の伝達が確実に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする 」規定してい。

るところではある。今後、確実に行われるための仕組みを検討し、整備を進め

ていくことが必要。

（３）現在、進行中のガバナンス改革に関する取り組み

・学長の円滑な業務執行等に加え、学外・学内組織との意見調整や基金・広報

との連携等、更に執務を支援し、リーダーシップ強化とガバナンスの充実を

図り、学長支援の事務体制を強化・充実させる方向で検討中。
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・本学が目指すべきデータサイエンス人材及び情報セキュリティ人材の育成に

関する基本的な方向性を検討するため、データサイエンス及び情報セキュリ

ティ人材の育成に関する検討チームを設置

・上記と連動した、本学における情報に係る対応セクションを明確にするため

に、総合情報処理センターと有機的に連携し各事案にあたるように、新たに

事務局に情報課（仮称）を置き、体制強化を計る方向で検討中。

・今回（第３回）の経営協議会の審議事項（議題１）のとおり、ガバナンス体制

の改善・充実に資するため 「国立大学法人琉球大学における学則等規則体系、

の見直しを行っているところ（平成３０年４月１日施行予定 。）

規則体系の見直し・整理

組織に関する規則等を体系の先頭に配置し、次に作用に関する規則等を配

置していく形式で、見直し整備。

国立大学法人琉球大学組織規則（全部改正）

学則及び大学院学則に規定している教育研究組織等や、設置根拠を当該会

議規程等に規定している会議等について、これらを組織規則に規定する。

琉球大学学則及び琉球大学大学院学則（一部改正）

教育研究組織や大学運営推進組織等について、組織規則に規定する。


